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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、殊に中口径及び大口径用の発射薬(Treibladungspulver)を製造するための固
形物質を、混合及び乾燥法において当該固形物質を液体と一緒に未加工の粒状体(Gruenko
rn)のチャネル内に組み込んで、そこで固化して栓状物(Zapfen)を形成する方法において
使用することに関し、ここで、固形物質は、融点が発射薬の最大使用温度を少なくとも１
０℃、殊に２０℃上回り、かつ未加工の粒状体に対して不活性な物質である。さらに、本
発明は、発射薬の製造法及びこの方法に従って得られる発射薬に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発射薬が適用温度に応じて異なる燃焼挙動を示すことは公知の問題である。温度依存性
が顕著なことから、現行のウェポンシステムでは性能を最適には活かし切ることができて
いない。それゆえ、既存のウェポンシステムを用いて、より良好な性能を得るために、発
射薬の温度依存性を目的に合わせて減少させる需要が存在している（砲内弾動性能の増大
）。
【０００３】
　ＥＰ０２９０７１８Ａ１（Ｒｈｅｉｎｍｅｔａｌｌ）には、未加工の粒状体のグラファ
イト化に際して、熱挙動(Temperaturverhalten)において説明がつかない、かつ再現可能
ではない変化若しくは改善が起こり得ることが言及されている。このことは、多孔粉末の
孔内へのグラファイトの浸入及び閉塞の形成が原因とされていた。ところが、偶然に生じ
る改善は、実際には有効ではないため、ＥＰ０２９０７１８Ａ１には、グラファイトが浸
入しないように、チャネルの開口部の断面を圧搾することによって閉塞させることが提案
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されていた。
【０００４】
　粒状体の形状の選択によって熱挙動を制御する１つの手段が、ＤＥ２５２０８８２Ｃ１
（Ｄｙｎａｍｉｔ　Ｎｏｂｅｌ）から公知である。提案されるのは、３．５ｍｍの外径を
有する１９×０．１３ｍｍの多孔粉末において、大きさの異なる孔を形成することであり
、その際、孔の一部は、火炎拡大の臨界値を下回っている。この未加工の粒状体は、次い
で表面処理にかけられ、ドラム中で、まず１質量％のアルコールがそれに噴霧され、それ
から１０％のアルコール溶液に溶かした１％のフタレートで処理される。最後に０．１質
量％のグラファイトが研磨のために加えられる。別の実施形態においては、押出された未
加工の粒状体が０．０３質量％のグラファイトで処理され、その結果、新たに押出された
未加工の粒状体の導電性が高められ、かつ乾燥中に個々の粒状体が癒着することが回避さ
れる。
【０００５】
　ＤＥ２５２０８８２Ｃ１においては、熱挙動を制御するための更に別のコンセプト、す
なわち、鈍感剤による粉末粒状体の表面のカプセル化が指摘される。ＦＲ１３００９４１
（Ｅｔａｔ　Ｆｒａｎｃａｉｓ）からは、例えば、チャネルの内径、処理中の温度及び使
用さる物質の粘度の適した選択によって、表面を鈍感剤（セントラリット(Centralit)　
Ｉ）でコーティングし、かつ同時にチャネルを空けておくことが公知である。この試みは
、鈍性化する多量の処理剤（２～５％）及び着火遅れにより好ましくなく、かつ不十分な
信頼性及び再現性を有する。
【０００６】
　ＵＳ３，５０６，５０５（Ｄｙｎａｍｉｔ　Ｎｏｂｅｌ）に記載の方法は、粉末を安定
化するためにと、進行する燃焼に影響を及ぼすために、可塑剤（セトラリット　Ｉ）によ
る表面コーティングから出発する。ニトロセルロース系の発射薬の着火感度をより良好に
制御できるようにし、かつグラファイトの凝固を防止するために、特別な金属酸化物及び
金属硫化物が添加剤として用いられる。有利な実施例によれば、多孔粉末の表面処理にお
いて４％の樟脳、０．１％のグラファイト及び１．０％のチタン白が、着火遅れを約３０
％減少させるために用いられる。使用される固形物質は熱挙動に影響を及ぼしていなかっ
た。
【０００７】
　温度依存性を減少させる更に別の例が、ＦＲ１２０５４３３（Ｒｅｃｈｅｒｃｈｅ　Ｃ
ｈｉｍｉｑｕｅｓ）から読み取られる。ニトロセルロースを基礎とする押出された多孔粉
末が、溶液に溶かした調節剤及び硝酸エステルで表面処理にかけられる。調節剤として、
例えば２質量％のセントラリット　Ｉ又は３質量％の樟脳が使用される。２つの実施例に
は、セントラリット　Ｉ若しくは樟脳がアルコールに溶解され、そしてグラフファイトが
加えられて施与される。その後、処理された粉末は、公知の方法で溶媒を除去するために
洗浄及び乾燥される。それにより、より低い温度係数が達成される。つまり、温度特性は
、特定の量の調節剤で調整される。
【０００８】
　適した調節剤若しくは鈍感剤の使用によって温度依存性を減少させる更に別の例が、Ｅ
Ｐ１０３１５４８Ａ１（Ｎｉｔｒｏｃｈｅｍｉｅ　Ａｓｃｈａｕ）に記載されている。本
質的にマイグレーションを示さない鈍感剤が使用される。表面処理は、鈍感剤の溶液又は
エマルジョンの吹き付けによって行われる。例えば非エネルギーポリエステル、高エネル
ギーポリマー、アルキルニトラトエチルニトラミン、ジニトロジアザアルカン、硝酸エス
テル等のような物質が用いられることになる。例３によれば、エネルギー担体としてＮＣ
及び安定剤としてセントラリット　Ｉを有するシングルベースの７個の孔を有する(7-Loc
h)発射薬が、水に溶かしたニトログリセリンのエマルジョン中で、回転ドラムにおいて３
０℃でインキュベートされる。顕微鏡試験は、内側の孔も鈍感剤によって部分的又は完全
に充填されていることを示していた。この処理は、１２０ｍｍ及び３５ｍｍの弾薬につい
て試験されていた。つまり、燃焼挙動は調節剤によって制御される。
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【０００９】
　ＵＳ７，０５１，６５８（Ｎｉｔｒｏｃｈｅｍｉｅ　Ｗｉｍｍｉｓ，Ｎｉｔｒｏｃｈｅ
ｍｉｅ　Ａｓｃｈａｕ）からは、多孔発射薬（略して発射薬）が公知であり、これは、温
度依存性の移動度を有する栓状物に基づき温度依存性の燃焼挙動を有する。栓状物は、（
まだ処理されていない未加工の粒状体を基準として０．０８５～０．４質量％の量におけ
る）固形物質及び０．０５～０．５質量％の量における調節剤を用いた表面処理によって
製造されている。発射薬は、中口径及び大口径用に定められており、かつ少なくとも３ｍ
ｍの直径及び０．０２～０．５ｍｍの内径を有する連続チャネル若しくは孔を有する粒状
体から成る。
【００１０】
　この種類の発射薬は、実際には多岐にわたる利点を有する。しかしながら、製造法は比
較的煩雑であり、かつ発射薬の温度特性の最適化はいくらか困難を伴う。
【００１１】
　発明の概要
【００１２】
　本発明の課題は、冒頭に挙げた技術分野に属し、温度特性のより簡単な調整を可能にす
る方法を生み出すことである。
【００１３】
　課題の解決手段は、請求項１及び２の特徴によって定義されている。
【００１４】
　発射薬の温度依存性は、添加される固形物質量の選択により調整することができる。使
用される固形物質は、融点が発射薬の最大使用温度を少なくとも１０℃、殊に２０℃上回
り、かつ未加工の粒状体に対して不活性な物質である。調節剤を使う公知の方法とは対照
的に、固形物質の量を介した発射薬の本発明による調整により、これまで実際に可能では
なかったような長期安定性及び効果の再現性を達成することができる。このことは、なか
でも、固形物質が不活性であり、すなわち、それが変化せず、かつ移動しないことに起因
しており、なぜなら、当該固形物質は、発射薬のマトリックス中には拡散し得ず、かつマ
トリックスの物質とほとんど反応しないからである。
【００１５】
　固形物質は、混合法に従って、液体と一緒に未加工の粒状体のチャネル内に組み込まれ
、そこで栓状物へと固化される。未加工の粒状体の粉粒体は、典型的にはペースト状の材
料の押出によって作り出される。押出に際しては、当該粉粒体に１つ以上のチャネルが備
え付けられる。粒径は、典型的には３～１５ｍｍ（中口径及び大口径の弾薬）の範囲にあ
る。或いは、例えば２０ｍｍまでのより大きい粉粒体を製造することもできる。非円形の
断面形状（例えば矩形の形状）の場合、最小断面寸法が直径の代わりに用いられる。
【００１６】
　固形物質は、それ以外は同様の方法条件下で＞０～０．５質量％の調整範囲に調整され
、その際、より大きい固形物質量は、適用温度範囲の上方の温度範囲における最大圧力を
より低下させるために、かつ適用温度範囲の下方の温度範囲における最大圧力をより増大
させるために用いられる。"＞０質量"とは、原則的に、任意の測定可能な量を意味する。
実際には、下限値は、少なくとも０．０１質量である。
【００１７】
　ここで、本発明の詳細な説明において、百分率における質量の値（質量％）は、他に特
に明示されていなければ、又は関係が別様にはっきりと読み取れなければ、未加工の粒状
体の量に常に関するものであることを指摘しておく。
【００１８】
　本発明は、なかでも、未加工の粒状体の調節において固形物質の臨界的な量範囲が存在
しているという認識に基づいている。固形物質量がこの臨界的範囲内（本発明の意味によ
れば"調整範囲"と呼ばれる）で変化すれば、これは使用において温度勾配を大いに変化さ
せることになる。この調整範囲外だと、使用される固形物質量と温度勾配との間に実質的
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な依存性はなくなる。
【００１９】
　主として、調整範囲は、発射薬のチャネルの数に依存している。１９個の孔を有する形
状の粉末の場合、調整範囲は、７個の孔を有する形状の粉末の場合より広くなる。なぜな
ら、全てのチャネル孔が充填されるまでに多くの固形物質が必要とされるからである。
【００２０】
　調整範囲は、ある一定の範囲において、発射薬の比表面積に依存する。１９個の孔を有
する形状（粒径３．５～７ｍｍ、比表面積５００ｍｍ2／ｇから）による中口径の場合、
調整範囲は０．２５～０．５質量％の範囲の幅を有している。１９個の孔を有する形状（
粒径７ｍｍから、比表面積５００ｍｍ2／ｇまで）による大口径の場合、調整範囲の上限
値は最大で０．２５質量％である。
【００２１】
　高い比表面積を有する発射薬の場合、調整範囲は、当該発射薬の表面が含浸された状態
とはっきり区別することはできない。表面はまだ含浸されていないが、すでに固形物質が
チャネル中に浸入している幅広い遷移範囲が生じる。
【００２２】
　調整範囲は、具体的な方法において使用される固形物質量と同じに見なされない。本発
明による栓状物作製が、従来の表面グラファイト化と組み合わせて行われる場合、必要な
グラファイト量は、絶対値として見ると調整範囲を"上回る"。栓状物作製が、従来の表面
処理と切り離された方法（若しくは工程段階）において実施される場合、表面は、例えば
早くも固形物質で含浸され、また、栓状物作製そのものに必要とされる固形物質分だけを
用意しなければならない。この場合、別個の栓状物形成法において使用される量は、本発
明による調整範囲内にある。なぜなら、通常の表面コーティングのための固形物質の"基
本量"を準備する必要がないからである。
【００２３】
　したがって、本発明の１つの側面は、殊に中口径及び大口径用の発射薬を製造するため
の固形物質を、混合及び乾燥法において当該固形物質を液体と一緒に未加工の粒状体のチ
ャネル内に組み込んで、そこで固化して栓状物を形成する方法において新規に使用するこ
とに関する。固形物質は、融点が発射薬の最大使用温度若しくは適用温度を少なくとも１
０℃、殊に２０℃上回り、かつ未加工の粒状体に対して不活性な物質である。固形物質は
、他の同じ方法条件下で、未加工の粒状体の質量を基準として＞０～０．５質量％の調整
範囲内で調整される。本発明による使用の意味に従った調整は、適用温度の上方温度範囲
における最大圧力をより強く低下させるために、かつ適用温度の下方温度範囲における最
大圧力をより強く増大させるために、より多量の固形物質を用いることによって行われる
。換言すると：上方の温度範囲（例えば２１℃から最大適用温度の範囲）における最大圧
力を下げるために、本発明による栓状物若しくはチャネル孔閉塞物の製造法において多く
の固形物質が加えられる。下方温度範囲における最大圧力を目指すためにも、多くの固形
物質が加えられる。
【００２４】
　本発明によれば、所定の適用温度範囲内での温度依存性を減少させて発射薬を製造する
ための方法は、以下の工程段階ａ）～ｆ）を有する：
　ａ）最大０．３ｍｍの特徴的な横断寸法を有し、かつ未加工の粒状体の外面に通じる少
なくとも１つの連続チャネルを備えた所定の幾何学的寸法を有する膨張可能な未加工の粒
状体を準備する工程；
【００２５】
　この未加工の粒状体は、例えばニトロセルロース（ＮＣ）、セルロースアセテートブチ
レート（ＣＡＢ）、ポリグリシジル酸ジオール（ＧＡＰ）又は他のゲル形成ポリマー又は
この種の物質の組合せ物から成る。ごく一般的に、シングルベース、ダブルベース及びト
リプルベースの未加工の粒状体が可能であり、その際、本発明によれば高エネルギーベー
ス物質の数は、決定的に重要なものではない。大切なことは、固形物質によって閉じるこ
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とが可能な開口部若しくはオリフィスを有するチャネルが存在していることである。チャ
ネルの数は未加工の粒状体の燃焼の制御に影響を及ぼし、そして一般に少なくとも２個、
好ましくは少なくとも７個であることが望ましい。未加工の粒状体の形状寸法が小さけれ
ば小さいほど、それだけ一層、実際にはチャネルの数は少なくなり、逆になる。チャネル
の数が少なすぎると、形状関数に殆ど影響を及ぼすことができず、すなわち、燃焼に僅か
にしか影響を及ぼすことはできない。未加工の粒状体は、典型的には、成形可能な混練材
料の押出によって製造され、その際、孔（及びその数）は、押出機ダイの形態によって作
り出され、かつ定義される。チャネルは大きくなりすぎてはならない。さもなければ、そ
れらは本発明による処理によって塞ぐことができなくなる。試験では、チャネル径が丸い
断面形状の場合、０．３ｍｍを上回るべきでないことが示された。なぜなら、それを上回
ると塞ぐというプロセスをもはや確実に行うことができなくなるからである。丸い断面で
はなく、長方形又は楕円形の断面の場合は、小さい直径軸が重要である。同様に、スロッ
ト形状のチャネルの場合には、短くて長くない軸が重要である。したがって、各々の断面
形状に特徴的な横断面寸法が特定されている。
【００２６】
　ｂ）適用温度範囲において安定しており、かつ該未加工の粒状体に対して不活性であり
、該連続チャネル内に挿入可能な粒径を有し、そして混合及び乾燥法の範囲内で圧縮され
得る固形物質を準備する工程；
【００２７】
　本発明によれば、任意の粒状の物質を、固形物質として、それらが時間の経過とともに
未加工の粒状体によって特定される粒体マトリックス中に拡散又はそれと反応しない限り
において使用することができる。換言すれば：固形物質は、未加工の粒状体の配合物に対
して不活性でなければならない。適用温度範囲は、発射薬の適用によって規定される範囲
である。この範囲は、典型的には－４０℃～８０℃に及ぶ。当然の事ながら、本発明は、
この温度範囲に制限されていない。今日でも、９０℃までの適用温度範囲を予定する米国
国防軍用規格（ＭＩＬ－Ｓｔａｎｄａｒｄ）が既に存在している。個々の事例において、
適用温度範囲は、低くてもよい（例えば７０℃又は６０℃までにのみ及ぶか、若しくは－
４０℃を上回って初めて開始する）。有利には、融点が最大使用温度を少なくとも１０℃
、殊に２０℃上回る物質が選択される。
【００２８】
　固形物質の粒径は、チャネルの特徴的な横断面寸法より小さいことから、当該固形物質
は本発明による処理に過程でチャネル内に入り込むことが可能である。固形物質から栓状
物をチャネルオリフィスに形成することができるように、粉状の固形物質は圧縮されなけ
ればならない。これは、特定の圧力下で緩い材料を所望の形状にもたらすことができ、か
つ外部圧力をなくしてもこの形状を維持することである。"特定の圧力"とは、本発明によ
る処理の間に混合装置中で発生する圧力を意味する。これは、混合装置中の材料によって
定義される。大きい材料若しくは多い量がされると、（例えば混合材料のいちばん下で）
発生する圧力、若しくは量の低下によって生まれる圧力は、小さい材料の場合より高い。
必要な場合、簡単なプレス試験で、不活性の粉状固形物質を成形体にするためにどの圧力
が必要であるか、ひいては試験された固形物質が適しているか否かを突き止めることがで
きる。
【００２９】
　使用される固形物質は昇華せず、その機能に関して調節剤と混同されない（調節剤と一
緒に栓状物が形成されたえ場合であっても）。
【００３０】
　ｃ）未加工の粒状体を膨張させることができ、そして該発射薬の製造の最後に完全に除
去することができるか又は発射薬に均一に分布して含まれる液体を準備する工程；
【００３１】
　当該液体により、十分に粒が細かい固形物質（これはｂに記載している）が本発明によ
る処理によりチャネル中に輸送され、そこで適用圧力下で粉末材料が固化され得る。処理
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の間、固形物質が液体によって湿らされると、固形物質の局所的な接着がチャネル中で促
される。液体は溶媒（若しくは複数の溶媒の混合物）か、或いは調節剤と溶媒の混合物で
あってもよい。溶媒は、本発明による混合処理（又は混合処理の最後、工程段階ｄも参照
されたい）に従って完全に除去（蒸発及び／又は乾燥）されることができる。液体の一部
が処理の最後に（意図的に）除去されない（又はその特性に基づき除去されることができ
ない）場合、残留する液体は、（典型的には数年間の）発射薬の貯蔵中に（不所望な拡散
プロセスが原因で）特性が変わり得ることがないように、少なくともほぼ均一に未加工の
粒状体（若しくは発射薬のマトリックス）に分散しているべきである。
【００３２】
　調節剤は、液体の、又はそれが低粘性の液体に溶解する場合は、固体の、低分子量物質
であってよい。
【００３３】
　未加工の粒状体の処理中の膨張及び引き続き行われる液体の除去若しくは安定化により
、固形物質はチャネル中で、定義されたかつ（統計学的に）予測可能な温度挙動を有する
栓状物を形成することになる。膨張した未加工の粒状体においては、膨張作用が再び終わ
ると、チャネルは断面について僅かに処理後より大きくなる。"完全に除去された"とは、
本発明によれば、数年間の求められる寿命にわたって、処理により調整された発射薬の温
度特性を維持するのに十分な程度を意味する。
【００３４】
　溶媒として良く適しているのは、高い極性又は低い極性を有する低粘性の液体である。
液体の沸点は、表面処理温度より高くなければならない。それにも関わらず、液体は、処
理温度での蒸発が短時間で起こり得る（５～６０分間）のに十分な揮発性を有しているこ
とが望ましい。液体は、圧力低下によってか又は温かいガス流を用いて除去することもで
きる。表面処理のために、０．１％～５％の量の液体（未加工の粒状体の量を基準として
）が使用される。有利には、０．５～２％の液体が用いられる。液体が調節剤を含有する
場合、当該調節剤は、溶媒（これは液体の他の一部分を成す）に溶けているか又は微細に
乳化しているべきである。液体の量は、ふつう可能な限り低いことが望ましく、すなわち
、未加工の粒状体は液体中を泳動すべきではない。
【００３５】
　使用される溶媒は、未加工の粒状体中に良好に拡散し得るように、当該未加工の粒状体
の配合物に合わせられる。未加工の粒状体は、しかしゲル化すべきではない。
【００３６】
　ｄ）液体は、調節剤として機能する低分子量又は高分子量の物質を（未加工の粒状体の
質量を基準として）０．５質量％を上回って含有しない。当該液体のそれ以外の部分は、
実質的に低粘性溶媒である；
【００３７】
　調節剤は、処理中に固形物質の固化及び接着を助ける。それは混合装置中での処理間に
固形物質と一緒に未加工の粒状体のチャネルに組み込まれ、最終的に当該未加工の粒状体
のマトリックス中に拡散する。調節剤の最も大きな部分は、乾燥後には、もはやチャネル
中の固形物質栓状物にはなく、多かれ少なかれ均一に未加工の粒状体のマトリックス中に
分散している。燃焼特性において、調節剤は重要な役目を担わない。なぜなら、それは僅
かな量でしか存在していないからである。従来技術の場合とは異なり、調節剤は、処理及
び乾燥後に表面に近い層又は表面上に直接蓄積しない。表面上での蓄積及びそれにより遅
延される燃焼は、少量の調節剤及び長い乾燥時間によって防がれる。そのうえ、調節剤は
、それがあまり多すぎると本発明によればエネルギー密度の悪化につながるゆえ欠点であ
ることから、０．５質量％の上限値が選択される。
【００３８】
　調節剤の使用を省くこともできる。その場合、液体は、低粘性の溶媒によってのみ形成
される。
【００３９】
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　ｅ）未加工の粒状体を、液体及び固形物質と混合装置中で所定の時間にわたって処理す
る工程；
【００４０】
　混合装置中では、加工材料の撹拌若しくは循環が行われる。そのつど上から残りの材料
に落ちる部分的な材料は、下に位置する材料中の粉末材料の圧力を生み、そうして固形物
質－液体混合物が未加工の粒状体のチャネル中に浸入すること、並びに当該チャネル中に
存在する固形物質の圧縮及び固化をもたらす。処理時間は、個々の事例において、未加工
の粒状体の形状及び固形物質－液体混合物の粘稠性に依存する。しかし、それは温度依存
性の制御が確実にかつ予測可能に働くようにするために予め定められるか若しくは規定さ
れているべきである。混合装置は、例えば、混合プロセスを支持するために適した内部構
造物（バッフル）を備えた回転式の処理ドラムであってよい。
【００４１】
　ｆ）処理した未加工の粒状体を乾燥する工程；
【００４２】
　乾燥工程の目的は、液体を、それが揮発性である場合に除去し、かつチャネル中の固形
物質を固体様の栓状物へと固化することである。乾燥は、典型的には、制御した乾燥条件
下（例えば高められた温度）での比較的長い（例えば少なくとも３日間の）貯蔵を含む。
【００４３】
　ｇ）発射薬の温度依存性の調整のために、固形物質の量を、栓状物を形成するため＞０
～０．５質量％の調整範囲内で、その他の点では該方法の同じ条件下で、適用温度範囲の
上方温度範囲においては最大圧力をより強く下げるために、かつ適用温度範囲の下方温度
範囲においては最大圧力をより強く上げるために、より多量の固形物質量を用いることに
よって調整する工程；
【００４４】
　使用した固形物質量によって最大圧力の温度依存性を調整することができる微妙な範囲
が存在することを見出した。調整範囲において、混合及び乾燥法において製造された圧縮
栓状物の移動度を、適用温度に依存して調整することができる。この微妙な範囲を、本発
明に従って調整範囲と呼ぶ。
【００４５】
　グラファイト化は、この場合、グラファイトによる表面の含浸を意味する。原則的に、
表面は他の固形物質で含浸されてもよい。しかしながら、グラファイトは、粒体の静電帯
電を防止することから有利である。グラファイト化は、実際に、未加工の粒状体の表面を
平滑にし、かつ伝導性にするために必要なプロセスである。グラファイトの量は、未加工
の粒状体の比表面積に依存する。比表面積は、個々の粒体の数（例えば１００）の全体の
表面（チャネルを含む）と、これらの粒体を合わせた質量との比である。未加工の粒状体
の形状寸法が小さければ小さいほど、それだけ一層、比表面積は大きい。チャネルの数が
多ければ多いほど（その他の点では粒体の外部寸法は同じである）、それだけ一層、比表
面積は大きい。
【００４６】
　本発明による調整範囲は、慣例のグラファイト化のために知られている量範囲と混同さ
れてはならない。グラファイト化そのものは、栓状物形成につながらない表面処理プロセ
スである。組合せ処理（栓状物形成＋グラファイト化）の場合、本発明によれば、グラフ
ァイト化量（例えば最大０．０５質量％）と栓状物形成量（例えば０．０１～０．５質量
％）とから生じる量範囲で処理される。本発明による方法は、既にグラファイト化されて
いる未加工の粒状体に適用されることができる。この場合、調整範囲は、本発明による処
理に従って用いられる固形物質の量を規定する。しかし、グラファイト化は、本発明によ
る方法と同時に（組み合わせて）行ってもよい。その場合、固形物質の量は、グラファイ
ト化に必要とされる固形物質の量と、温度依存性を制御するために所望される固形物質の
量との合計より出され、ここで、所望の量は、＞０～０．５質量％の調整範囲内になけれ
ばならない。組合せ処理の場合、使用される固形物質は必ずしもグラファイトから成って
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いる必要がないことが確認される。使用される固形物質（これは絶対にグラファイトでな
ければならないという訳ではない）によって表面伝導性を高めることができれば十分であ
る。表面伝導性を高めるために、組合せ処理においてグラファイトも使用される場合、グ
ラファイトのこの量は、過去に慣例のグラファイト化に際して使用されていた量に必ずし
も相当している必要はない：それは、より低い量であってもよく、かつ他の固形物質の量
で補ってよい。固形物質は、本発明によれば様々な物質の混合物（例えばグラファイトと
タルクから成る）であってもよい。
【００４７】
　本発明による方法は、発射薬の温度勾配を簡単かつ確実に調整できるという主要な利点
を有する。たしかに、温度勾配に影響を及ぼし得る多くのパラメータが存在している。し
かし、固形物質の量を変えるように簡単かつ確実に取り扱えるものは存在していない。固
形物質は未加工の粒状体中に拡散し得ず、殆ど化学的に反応しないので、固形物質の量を
変えることによって、発射薬の化学システムは変化させられず、栓状物の移動度のみが変
えられる。
【００４８】
　温度依存性の栓状物移動度とは、以下の意味を有する：発射薬の点火プロセスに際して
、当該栓状物は、高い粉末温度（ひいては迅速な燃焼速度）でチャネル孔に留まる。した
がって、最小表面積を燃焼のために提供する。（遅い燃焼速度で）低い温度の場合、栓状
物は全て点火衝撃波によって取り除かれ、そして最大表面積を燃焼のために提供する。理
想的には、燃焼速度×表面積の積は、あらゆる衝撃温度において一定であり、これが温度
依存性の燃焼挙動に等しい。よって、本発明による発射薬は、温度増大とともに僅かなチ
ャネルを提供する。
【００４９】
　任意に、本発明による方法は、２段階で実施することができる。１つ目の段階では、未
加工の粒状体が、伝導性を高めるために及び当該未加工の粒状体の癒着を回避するために
利用されるグラファイト化に従って、前もってグラファイトでコーティングされる。この
グラファイト化後に、当該未加工の粒状体が、上記工程ｅ）によって構成される２つ目の
工程段階のために準備される。この様式は、グラファイト化を、温度曲線若しくは温度依
存性の栓状物移動度を調整するための本発明による表面処理と切り離すことを可能にする
。
【００５０】
　グラファイトによる処理を本発明による工程段階ｅ）の後に行うことも可能である。こ
れは、まず温度依存性を調整し、その後に表面伝導性を高めることを意味している。
【００５１】
　任意に、固形物質はグラファイトを包含してよい。ここで、固形物質の量は、伝導性を
高めるために及び未加工の粒状体の癒着を回避するために利用されるグラファイト化の意
味において必要とされるグラファイト量と、調整範囲内で選択される固形物質量との合計
に相当する。この組合せ順は、非常に効果的であり、かつ通例有利である。
【００５２】
　任意に、固形物質の量は、最適な式
　Ｍ（固形物質）＝Ｋ＿ｏｐｔ×Ｆ（比表面積）＋オフセット
を基準として±２０％の範囲内で選択される。ここで、式中：
　Ｍ（固形物質）は、未加工の粒状体の質量を基準として質量％で表される固形物質の量
であり、
　Ｆ（比表面積）は、単位質量当たりの表面積で表される未加工の粒状体の比表面積であ
り、かつ
　Ｋ＿ｏｐｔ＝０．００１２［ｇ／ｍｍ2］は、単位面積当たりの質量で表される係数で
あり、
並びにオフセットは－０．１４である。
【００５３】
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　上記式に従って計算した固形物質の最小量の最適値は、原則的に、いかなる割合の固形
物質が組合せ法において表面上に蓄積し、かつ温度係数の制御に寄与しないのかを示す。
この最適値は、実際には、ある一定の不正確さと結び付いている。±２０％の範囲の差違
は、依然として最適なものとして見なされる。
【００５４】
　しかし、この最適値抜きで作用することも可能であり、その際、発射薬の性能は漸次的
に悪化し得る。温度勾配が固形物質量の変化に反応する調整範囲において作業することが
決定的に重要である。
【００５５】
　任意に、固形物質量は、上方及び下方の温度係数を定義する温度勾配曲線が交差する範
囲において選択される。
【００５６】
　下方の温度係数は、－４０℃での最大圧力ｐ＿ｍａｘ（－４０℃）に対する適用温度２
１℃での最大圧力ｐ＿ｍａｘ（２１℃）の比によって定義される。同じように、上方の温
度係数は、２１℃での最大圧力ｐ＿ｍａｘ（２１℃）に対する適用温度６３℃での最大圧
力ｐ＿ｍａｘ（６３℃）の比によって示される（－４０℃、２１℃及び６３℃の温度記載
値は、他にも選択することができる。大切なことは、これと関連して、適用温度範囲の下
限値又は下限値付近の最大圧力及び適用温度範囲の上限値又は上限値付近の最大圧力値を
、適用温度範囲の平均範囲における最大圧力値に対する比とすることだけである）。
【００５７】
　下方及び上方の温度勾配曲線の交わる範囲は、非常に平坦な温度プロファイルを生む（
つまり、燃焼の温度依存性が僅かである）。固形物質量は、双方の温度勾配曲線の交点に
正確にある必要はない。固形物質量が、交点より１０％を超えて逸脱しない量範囲内で選
択されれば十分である。
【００５８】
　調節剤は、未加工の粒状体のチャネル中で固形物質が固化し始めることを助ける。この
場合、可溶性（それゆえ流動性の）調節剤及び不溶性（なぜなら、それらは適切に固定さ
れた）調節剤が存在する。当該調節剤は、可能な限り少ない量で使用されるべきである。
栓状物中には、製造法の終了後、実際に調節剤はもはや含まれていない。例えば０．１質
量％だけの調節剤（未加工の粒状体を基準として）が使用される。固定されていない調節
剤は未加工の粒状体中に分布しているので、栓状物中にはそれらは非常に僅かにしか留ま
らない。栓状物は、実際にもっぱら固形物質（少なくとも９０質量％、殊に少なくとも９
５質量％）から成る。本実施形態によれば、２種類の調節剤が可能である。すなわち、可
溶性調節剤（"Ａ型"）及び固定された調節剤（"Ｂ型"）である。
【００５９】
　"Ａ型"調節剤として、溶媒及び発射薬に良く溶ける低分子量のオリゴマー物質が使用さ
れる。かかる調節剤は、未加工の粒状体の分子（例えばＮＣ分子）間に堆積し、それによ
って膨張の一助となる。それらは溶媒（例えばアルコール）と結合して未加工の粒状体を
膨張させる。付加的に調節剤は、後で行われる乾燥前に粉状の固形物質をある程度接着さ
せる。しかしながら、調節剤の量が多すぎると、未加工の粒状体の接着にもつながり得る
。通例、調節剤の量は、弾動の安定性を悪化させないために少なく選択されるべきである
。有利には、調節剤の量は、未加工の粒状体を基準として０．１～０．２質量％のオーダ
ーである。調節剤量は、（未加工の粒状体を基準として）０．５質量％未満である。
【００６０】
　"Ｂ型"調節剤として、未加工の粒状体に可溶性ではないオリゴマー又はポリマーの物質
が選択され、そのためマイグレーションは起こらない。同様に、架橋され得る物質が考慮
される。
【００６１】
　調節剤として、発射薬粉末のマトリックス中に本発明による処理に従って目立って拡散
し得ない物質が使用されることができる。これは２つの方法で達成されることができる：
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【００６２】
　そのため、一方では、例えば、未加工の粒状体マトリックス中に良好に溶解し、かつ２
個以上のラジカル重合可能な基を有する調節剤を使用してよい。調節剤が拡散して取り込
まれた後、これらは重合される。生じるネットワークは、高分子量、不溶性であり、かつ
粉末マトリックスと絡み合っており、ひいては拡散安定性である。
【００６３】
　ダブルベース及びマルチベースの発射薬粉末の処理に適している低分子量の可溶性調節
剤は、可能な限り低い蒸気圧を２１℃で有し、かつ液状である。それが特徴ｃ）に記載の
低粘性液体中で可溶性である場合、固形物質であってもよい。適した物質のクラスは、エ
ーテル、エステル、ウレタン、尿素及びケトンを包含する。例は、樟脳、ジブチルフタレ
ート、ジアミルフタレート、セントラリット、ジプロピルアジペート、ジ（２－エチルヘ
キシル）アジペート、ジフェニルウレタン、メチルフェニルウレタン、ヘキサンジオール
ジアクリレート、エチレングリコールジメタクリレート等である。
【００６４】
　同様に適しているのは、オリゴマーの可溶性調節剤、例えば５００～３０００ダルトン
の分子量を有するポリエーテル及びポリエステルである。例は、ポリ（テトラヒドロフラ
ン）、ポリメチルビニルエーテル、ポリ（オキシエチレン）、ポリエチレングリコール、
ポル（ブタンジオール）ジビニルエーテル、ポリエステル、例えばＳＡＮＴＩＣＩＺＥＲ
　４３１、ＰＡＲＡＰＬＥＸ　Ｇ－５４、又はポリ［ジ（エチレングリコール）アジペー
ト］、ポリエチレングリコールアクリレート、ポリエチレングリコールメタクリレート、
ポリエチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコールジメタクリレート、ポ
リエチレングリコールジメチルエーテル、ポリ（プロピレングリコール）、ポリ（プロピ
レングリコール）アクリレート、ポリ（プロピレングリコール）ジアクリレート、ポリ（
プロピレングリコール）エーテル、ポリカプロラクトンジオール、ポリカプロラクトント
リオール及びそれらより誘導されたコオリゴマーである。ここで、アクリレート／メタク
リレートの場合、重合反応は実施されない。
【００６５】
　ラジカル架橋可能な調節剤は、１分子当たり少なくとも２個のラジカル重合可能な基を
有する低分子量の化合物若しくはオリゴマー又はポリマーを包含する。
【００６６】
　ラジカル架橋可能な調節剤は、
　・　１分子当たり少なくとも１個の重合可能な基を有する低分子量の化合物若しくはオ
リゴマー又はポリマーと
　・　少なくとも２個の重合可能な基を有する化合物との
混合物も包含する。
【００６７】
　これらの化合物は、発射薬マトリックス中で不溶性であり、したがって発射薬表面に留
まるか、又はそれらは可溶性であり、それゆえ本発明による処理の過程で発射薬の最上層
に拡散する。そのうえ、架橋可能な調節剤には、熱により活性化可能な適したラジカル開
始剤（開始剤）を添加しなければならない。開始剤は、これが調節剤に均一に分散して存
在するように調節剤に良好に溶けるべきである。処理条件及び開始剤は、開始剤が表面処
理プロセスの間に研磨ドラム中で可能な限りラジカルに分解し得ないように選択されなけ
ればならない。開始剤及び重合可能な調節剤が発射薬表面上で層として存在するか、又は
発射薬の最外層に拡散している場合、空気中酸素及び部分的に発射薬の最外層に存在して
いる酸素が真空下で室温にて除去され、そして不活性ガスで置換される。これは、ラジカ
ル反応（重合、架橋）が、妨げとなる副反応を生じずに、かつ高い収率で行われるために
必要である。不活性ガス下では、発射薬の温度は、開始剤が可能な限り迅速かつ完全にラ
ジカルに分解するように発射薬の温度を高める。これらのラジカルは、次いで調節剤の重
合若しくは架橋を開始させる。
【００６８】
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　ラジカル開始剤として、有利には、表面処理温度、例えば室温で、高い分解安定性を示
す物質が用いられる。殊に、ラジカル形成剤の半分の分解時間は１０時間より長い。それ
に対して、例えば６０～９０℃の重合温度では、ラジカル開始剤は相応するラジカルに素
早く分解し、殊に、ラジカル形成剤の半分の分解時間は１時間未満である。これは、重合
可能な調節剤の素早く、慎重かつ完全な反応を保証する。
【００６９】
　任意に、調節剤の架橋は、不活性ガス下で、常圧にて、９０℃未満の温度で、かつこの
温度におけるラジカル形成剤の６倍の分解半減期より少ない期間にわたって行われる。
【００７０】
　用いられる重合開始剤の量は、用いられる架橋可能な調節剤の量に従う。そのため、架
橋可能な調節剤１モルを基準として０．１～５モル％の開始剤が使用される。有利なのは
、１～４モル％の開始剤量である。
【００７１】
　適した開始剤の例は、ｔ－ブチル－ペルオキシネオデカノエート、ジ（４－ｔ－ブチル
シクロヘキシル）－ペルオキシジカーボネート、ｔ－ブチルペルオキシピバレート、ジラ
ウロイルペルオキシド、アゾビス（イソブチロニトリル）等である。
【００７２】
　発射薬に溶ける架橋可能な調節剤として、ジアクリレート、トリアクリレート、テトラ
アクリレート、ジメタクリレート、トリメタクリレート、テトラメタクリレート、ジアク
リルアミド、トリアクリルアミド、ジメタクリルアミド、トリメタクリルアミド、ジビニ
ルエステル、トリビニルエステル、ジビニルエーテル、トリビニルエーテル、ジビニル芳
香族化合物、トリビニル芳香族化合物等が適している。
【００７３】
　低分子量のラジカル架橋可能な調節剤の例は、ヘキサンジオールジアクリレート、ヘキ
サンジオール－ジメタクリレート、エチレングリコール－ジメタクリレート、トリエチレ
ングリコール－ジアクリレート、テトラエチレングリコール－ジアクリレート、ジプロピ
レングリコール－ジアクリレート、トリメチロールプロパン－トリアクリレート、ペンタ
エリスリトール－テトラアクリレート等である。
【００７４】
　オリゴマーのラジカル架橋可能な調節剤の例は、低分子量のポリエチレングリコール－
ジアクリレート、低分子量のポリエチレングリコール－ジメタクリレート、エトキシ化さ
れたビスフェノール－Ａ－ジアクリレート、プロポキシ化されたネオペンチルグリコール
－ジアクリレート、エトキシ化されたネオペンチルグリコール－ジアクリレート、プロポ
キシ化されたグリセリン－トリアクリレート、エトキシ化されたペンタエリスリトール－
テトラアクリレート等である。
【００７５】
　ポリマーのラジカル架橋可能な調節剤の例は、ポリブタジエンジオールジアクリレート
、高分子量のポリエチレングリコール－ジアクリレート、高分子量のポリエチレングリコ
ール－ジメタクリレート、高分子量のポリプロピレンオキシド－ジアクリレートである。
【００７６】
　他方で、発射薬粉末に僅かに溶けるか又は全く溶けない調節剤を使用することができる
。これは、低粘性液体に溶けるか又は少なくとも微細に乳化し得る固体又は液体の化合物
である。考慮に入れられる化合物は、不活性又は高エネルギーの物質であってよい。発射
薬粉末の表面上での調節剤濃度が昇華又は拡散によって変化し得ないことが前提とされな
ければならない。これは、高融点の低分子量若しくはオリゴマー又はポリマーの化合物の
使用によって達成されることができる。そのうえ、重合可能な基を有する不溶性の化合物
における揮発度は、発射薬粉末の粒体に施与した後、付加的に重合反応（上に記載してい
る）によって低下させることができる。
【００７７】
　不溶性の調節剤として、重合可能な基を有するか又は有さない、無極性のポリマー及び
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オリゴマー又は極性の強いポリマー及びオリゴマーが適している。
【００７８】
　それらに関する例は、完全に又は部分的に加水分解されたポリビニルアセテート、ポリ
ビニルアルコール、ポリ（ビニルアルコール－ｃｏ－エチレン）、ポリブタジエン、ポリ
ブタジエンジオール、ポリブタジエンジメタクリレート、ポリブタジエンジオールジアク
リレート、ポリスチレン、ポリビニルピロリドン、ポリ（アクリロニトリル－ｃｏ－ブタ
ジエン）、ポリ（α－メチルスチレン）、ポリ（ビニルアルコール－ｃｏ－ビニルアセテ
ート）、ポリ（ビニルトルエン－ｃｏ－α－メチルスチレン）等である。
【００７９】
　任意に、調節剤の量は、上方の温度係数を規定する温度勾配曲線が最小値を有する範囲
で選択される。これは、調節剤の固化若しくは接着効果が、初めの栓状物形成時に利用さ
れ、しかし、発射薬粉末の安定性は、（たいていの場合、防止されない拡散プロセスによ
り）悪化しないという利点を有する。
【００８０】
　温度勾配曲線の最小値は、本発明の意味によれば、個々のデータポイントとしてではな
く、使用される調節剤量の最大圧力との依存関係が比較的小さいある程度の広がりを持っ
た範囲として解される。この広がりは、約０．１質量％の調節剤である。試験により、最
小値は（未加工の粒状体の質量を基準として）０．０５～０．２質量％の調節剤の範囲に
あることがわかった。
【００８１】
　特に好ましいのは、調節剤の量が最少範囲の下限値で選択されることである。試験によ
り、下限値は調節剤０．０５から０．１質量％の間にあることがわかった。
【００８２】
　しかし、調節剤量は、より少ない量で選択してもよい。殊に、調節剤は全く省き、液体
としてもっぱら低粘性の揮発性溶媒を使用することが可能である。
【００８３】
　任意に、溶媒は、未加工の粒状体が液体及び固形物質と混合装置中で処理される所定の
時間内に完全に取り込まれることができる量で準備してよい。未加工の粒状体は、その場
合、泳動させて処理されない。むしろ、未加工の粒状体は、単に十分に湿らされ、そして
この湿らされた状態において混合装置中で圧延される。
【００８４】
　液体の量は、（未加工の粒状体の量を基準として）０．１～５質量％の範囲にある。有
利なのは、０．５～１質量％の範囲の量である。個々のケースにおいては、固形物質がそ
れでもチャネル中に組み込まれない場合は、それより高くてもよい。
【００８５】
　任意に、固形物質量を調べるために、未加工の粒状体の３つのバッチを異なる固形物質
量で処理してよく、その際、固形物質量は、未加工の粒状体を基準として最大０．２質量
％異なる。これに従って、第一のバッチにはＸ質量％の量を、第二のバッチにはＸ＋０．
１質量％の量を、そして第３のバッチにはＸ＋０．２質量％の量を使用してよい。Ｘとは
、例えばグラファイト化のために必要とされる固形物質量である。準備された未加工の粒
状体がすでにグラファイト化されている場合、Ｘ＝０質量％又は非常に少ない量で選択し
てもよい（例えばＸ＝０．０１５質量％）（質量％は、使用される未加工の粒状体の質量
を常に基準としている）。
【００８６】
　３つのバッチの温度勾配曲線を手がかりにして、どれが温度勾配曲線の交差範囲である
のかを確認することができる。これに基づき、具体的なケースにおいて（すなわち、具体
的な適用温度において）、製造のための最適な固形物質量を調べることができる。任意に
、普通は、発射薬の挙動がほぼ温度に依存することになる量となる。例えば２１℃～６３
℃の温度係数は、その場合、１００±２％である。
【００８７】
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　この手法は、発射薬の温度依存性を、典型的には０．２５質量％の幅を有する範囲内で
固形物質量を変えることによって適切に制御できるという知見に基づいている。上述の調
整範囲は、未加工の粒状体が小さい場合（中口径）完全に０．２５質量％より大きくてよ
い（例えば０．２５～０．５質量％）。大きい粒体の場合（大口径）、調整範囲は狭くて
もよい（例えば固形物質０．１質量％）。
【００８８】
　任意に、固形物質量はバッチと、およそ０．１質量％異なる。これは、非常に多岐にわ
たった各種未加工の粒状体を迅速かつ確実に交差範囲に至らしめるための良好な仕組みで
ある。交差範囲をより正確に同定するために、バッチの数を増やしかつ／又は拡散量は減
らしてもよい。
【００８９】
　代替的に、様々なバッチを規定するために、固形物質の範囲をより大まかに又はより細
かに分類することも可能である。さらに、温度勾配の調整を最適なものにすることが重要
ではない場合、固形物質量は別の計算を基にして選択することも考えられる。
【００９０】
　任意に、固形物質の量は調整範囲内で、下方及び上方の温度範囲における温度係数が９
５～１０５％、殊に９７％～１０３％となるように選択することができる。これは、バラ
ンスのとれた発射薬のビバシティーに相当する。栓状物の形成なしでは上方の温度範囲（
例えば２１℃～６３℃）におけるｐ＿ｍａｘ／ｐ＿ｍａｘ（２１℃）の比は１１０％のオ
ーダーにあるので、それによって、温度挙動の本質的な改善につながる固形物質量が選択
される。
【００９１】
　任意に、固形物質量は、比表面積について（平均という形で）、相対最大圧力を上方の
温度範囲内で比例して１０５％～９５％に下げるために、比例して＞０～０．２質量％に
高めてよい。この単純な寸法決定のやり方により、簡単な手段で若しくは煩雑さをあまり
伴わずに比較的良好な結果が得られる。たしかに、温度勾配曲線と選択された固形物質量
との関係は、実際には線形ではない（Ｓ形）。しかしながら、臨界的な範囲における線形
性のずれは少ないことから、この単純な寸法決定のやり方は良好な結果をもたらす。
【００９２】
　代替的に、他の（例えば非線形であるＳ形の）寸法決定も、所望された温度挙動のため
に必要とされる固形物質量を決めるために適用することもできる。
【００９３】
　任意に、チャネルは、０．１～０．２ｍｍの特徴的な横断寸法を有する。この範囲では
、問題なく固化及び固定された栓状物を作り出すことができ、そのうえ、このような横断
寸法は押出法において上手く作り出すことが可能である。チャネルに上手く組み込むこと
ができるようにその粒径が選択されている粉末状の固形物質は、チャネル断面が大きすぎ
ると、定着させることは可能にしても行い難い。チャネル断面が小さすぎると同様に、固
形物質はもはや迅速には開口部に導入されることができなくなる。固形物質の（平均）粒
径は、典型的にははっきりと０．２ｍｍ未満であってよい。すなわち、粒径は、普通はチ
ャネルの特徴的な横断寸法のせいぜい半分であり、殊に５分の１の大きさである。
【００９４】
　典型的には、チャネルは大体円のように丸く、そのため横断寸法は直径に相当する。し
かし、それは楕円形又は星形であってもよい。
【００９５】
　任意に、固形物質はチャネルの横断寸法に応じて０．０１～１００マイクロメートルの
範囲の粒径、特に有利には０．１～５０マイクロメートルの範囲の粒径を有し、その際、
該粒径は、好ましくはチャネルの横断寸法の１０分の１より大きくはない。しかしながら
、この寸法は、以下の説明で示している通り、強制的なものではない。
【００９６】
　グラファイト層は非常に"可動性"若しくは"滑動性"であることがわかっているので、こ
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れらは、例えばチャネルの横断寸法よりほんの少しだけ小さくてもよく、それにも関わら
ず栓状物が生じ得る。またグラファイト粒子は良好に圧縮され得るので、意想外にも、比
較的大きなグラファイト粒子でも安定した栓状物を形成することができる。
【００９７】
　任意に、固形物質量は（平均という形で）、相対最大圧力を下方の温度範囲内で（平均
という形で）比例して８６％～１０５％に上げるために、比例して＞０～０．２質量％に
高めてよい。上方の温度範囲に関する上で説明した考察は、その意味内容に則って、下方
の温度範囲にも適用される。
【００９８】
　任意に、１１～１４ｍｍの範囲の直径、１６～２４の範囲のチャネル数及び０．１４～
０．１８ｍｍの範囲のチャネルの横断寸法を有する粒マトリックスの場合、固形物質量は
、達成されるべき相対最大圧力に従って図５に示した極性に応じて選択される。通常、７
又は９個のチャネル、そのうえまた３８又は６４個のチャネルも用いられる。
【００９９】
　他の比表面積を有する他の粒形状についても、グラファイト量は相応して、グラファイ
ト化が前提にある付加的な又は減少させられた需要量が補われるように変えられる。この
寸法決定のやり方によれば、面倒な試験なしに目的に合わせて温度依存性を調整すること
が可能である。
【０１００】
　任意に、６００ｍｍ2／ｇ±２０％の範囲の比表面積を有する未加工の粒状体の場合、
固形物質は、該未加工の粒状体を基準として０．１２～０．２１質量％の範囲で選択して
よい。この量により、同時にグラファイト化と最適な温度非依存性を達成することができ
る。
【０１０１】
　より僅かな温度効果が所望されている場合、上述の有利な範囲外で作業することも可能
である。
【０１０２】
　任意に、調節剤の量を測定するために、下方の温度範囲においての（未加工の粒状体を
基準として）０から０．４質量％への上昇が相対最大圧力を比例して９７％から８８％に
低下させるという規則を前提にしてもよい。
【０１０３】
　更に別の任意の寸法決定のやり方は、上方の温度範囲において相対最大圧力を１０５％
から１００％に下げるために、調節剤量を０質量％から０．１５質量％に高めることであ
る。この方法では、大いに煩雑な試験を行うことなく、所望の温度効果に適した調節剤量
を、十分な信頼性でもってして決めることができる。殊にこれは、調節剤量が可能な限り
少なく保たれるべき場合に役立つ。
【０１０４】
　調節剤物質は、ある特定の適用事例においては、それが同時に鈍感剤として作用するよ
うに選択することができる。係る事例においては、調節剤量の測定のために、更なる判断
基準が考慮される。その場合、上記の寸法決定のやり方は適用しないか又は条件付きでの
み適用することが場合によってはより好ましい。
【０１０５】
　任意に、調節剤は、０．０５～０．２質量％の量で、殊に０．１～０．１５質量％の量
で用いてよい。これらの調節剤量は比較的少なく、それゆえ有利である。この算定は、未
加工の粒状体の配合物が一連の試験によって最適な調節剤量と適合されない場合にも、温
度勾配に関して良好な結果を得ることができる。
【０１０６】
　固形物質の最適な量を調べるために、以下の通りに行ってよい：
　特定のバッチから製造されている未加工の粒状体を出発材料とする。未加工の粒状体す
べてを同じバッチから（可能な限り均一であることが望ましい）押出されているという点
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で、個々の粒は、組成及び特性に関して互いに本質的には異ならない。少なくとも第一と
第二の部分量を、特定の混合及び乾燥法において、固形物質の特定の試験量及び調節剤の
２つの異なる試験量で加工する。そこから、上方の温度範囲における温度勾配の最小範囲
が突き止められる。換言すると、調節剤量が最小範囲内で変化する場合、燃焼挙動は、上
方の温度範囲において実質的に変化しない。しかしながら、最小範囲外では、温度勾配は
、使用される調節剤に依存する。適した調節剤量が選択される。
【０１０７】
　更なる段階において、未加工の粒状体の上述のバッチから少なくとも２つの更なる部分
量を取り出し、そして特定の混合及び乾燥法において（最小範囲内で）選択された調節剤
量及び２つの異なる固形物質試験量で加工する。つまり、調節剤量は、前述の工程段階に
おいて突き止めた最小範囲内で選択される。異なる固形物質量による少なくとも２つの処
理から、上方及び下方の温度勾配曲線の交差範囲が突き止められる。
【０１０８】
　その後、上述のバッチから製造量を取り出してよく、そして特定の混合及び乾燥法にお
いて、選択された調節剤量及び固形物質の最適量で加工してよい。
【０１０９】
　広範な製造の意味において、未加工の粒状体の複数のバッチを製造及び加工してもよい
。その場合、未加工の粒状体の各々のバッチについて上記方法に従って行う必要は必ずし
もない。前述のバッチの差違は看過できないが、それでも大きすぎるというものではない
場合、簡単な試験法により、固形物質量（及び場合により調節剤量）がなお正確であるか
否かを調べることが可能である。
【０１１０】
　任意に、混合及び乾燥法は、以下の工程を包含する：
　ａ）未加工の粒状体、固形物質及び低粘性液体を、混合装置に加える：
　ｂ）固形物質は、融点が発射薬の最大使用温度を少なくとも１０℃、殊に２０℃上回り
、かつ未加工の粒状体に対して不活性な物質であり、そして、以下の式に従ったＫ＿ｍｉ
ｎとＫ＿ｍａｘによって定義される範囲内の量で用いる：
　Ｍ（固形物質）＝Ｋ＿ｍｉｎ×Ｆ（比表面積）＋オフセット
　Ｍ（固形物質）＝Ｋ＿ｍａｘ×Ｆ（比表面積）＋オフセット
を選択し、ここで、
　Ｍ（固形物質）は、未加工の粒状体の質量を基準として質量％で表される固形物質の量
であり、
　Ｆ（比表面積）は、単位質量当たりの表面積で表される未加工の粒状体の比表面積であ
り、かつ
　Ｋ＿ｍｉｎ＝０．０００９［ｇ／ｍｍ2］
　Ｋ＿ｍａｘ＝０．００１４［ｇ／ｍｍ2］
　オフセット＝－０．１４であり、
　固形物質量の最適な量は、
　Ｍ（固形物質）＝Ｋ＿ｏｐｔ×Ｆ（比表面積）＋オフセットであり、ここで
　Ｋ＿ｏｐｔ＝０．００１２［ｇ／ｍｍ2］
　オフセット＝－０．１４である、
　ｃ）調節剤は、未加工の粒状体のベース配合物と良好な化学的相容性及び僅かな揮発性
、すなわち２１℃で＜１０-2ｂａｒの蒸気圧を有する物質であり、かつ未加工の粒状体の
質量を基準として０．５質量％未満の量で用いる；好ましくは、調節剤量は０．２％を上
回らない；
　ｄ）低粘性液体は溶媒又は溶媒混合物であり、これは、栓状物を安定させる調節剤を非
常に良好に溶解するか又は微細に乳化することができ、未加工の粒状体を膨張させること
ができ、かつ未加工の粒状体の質量を基準として０．１質量％～５質量％の量で用いる；
　ｅ）固形物質を、混合装置の回転によって、粉末材料による圧力の作用下で漸次的に未
加工の粒状体のチャネル内に組み込む；、
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　ｆ）その後、液体を、混合装置によって続けて加工しながら、未加工の粒状体から、例
えば蒸発によって除去する；
　ｇ）このようにして処理した未加工の粒状体を、高められた温度で乾燥する；
　ｈ）乾燥は、チャネル中に存在する不揮発性固形物質から圧縮によって栓状物が生まれ
るように行い、該栓状物は、９０％、殊に９５％が、使用された固形物質から成り、かつ
温度依存性の移動度を有し、同時に栓状物は、制御された形で着火圧力波に対する耐性を
持ち得；
　ｉ）より低い適用温度の場合、より高い適用温度の場合より高い移動度が付与され、そ
うして該栓状物は、発射薬燃焼の低下した温度依存性が生じるように、より低い適用温度
の場合、より高い適用温度の場合より強い孔燃焼を可能にする。
【０１１１】
　任意に、調節剤量は、達成されるべき相対最大圧力に応じて図４に記載の曲線に従って
選択されることができる。その際に重要なことは、適用温度の下方の範囲（－４０℃～＋
２１℃）において、温度勾配の最小値が存在することであり、これは未加工の粒状体を基
準として調節剤の典型的には最大０．２質量％、殊に０．１質量％の幅を有する。その際
、調節剤量は、好ましくは可能な限り低く、すなわち、最小範囲の下端で選択される。
【０１１２】
　任意に、以下の物質の１種以上又はそれらの混合物を固形物質として用いることができ
る：グラファイト、タルク、酸化チタン、カーボンブラック、硫酸カリウム、カリウム氷
晶石、ナトリウム氷晶石、炭酸カルシウム、三酸化タングステン、三酸化モリブデン、酸
化マグネシウム、窒化ホウ素、アカルジット、セントラリット、炭酸カルシウム、オキサ
ルアミド、カルバミン酸アンモニウム、蓚酸アンモニウム、セルロースアセテートブチレ
ート、過塩素酸カリウム、硝酸カリウム、硝酸バリウム、蓚酸ナトリウム、フラーレン、
又は官能基を有するか若しくは有さない、線状、分岐状若しくは架橋したポリマー及びコ
ポリマー。
【０１１３】
　任意に、未加工の粒状体の処理は、固形物質、調節剤及び液体を、０℃～９０℃の範囲
の温度で、５分間～４時間、殊に１０分間～１２０分間の処理期間中に混合装置中で混合
することによって行ってよい。混合装置の回転速度は、例えば毎分２～３０回転であって
よい。
【０１１４】
　任意に、混合装置を作用時間中に気密封止し続け、そして後から液体を蒸発させるため
に５分間～４時間、殊に１０分間～１２０分間の範囲の特定の時間間隔にわたって開放す
る形で処理を行ってもよい。液体は、蒸発させる代わりに、減圧下又はガス洗浄下で除去
してもよい。
【０１１５】
　任意に、まず固形物質を施与し、そして均一に未加工の粒状体の全表面に分散させ、そ
の後に低粘性液体と調節剤の溶液を加えてもよい。
【０１１６】
　本発明による発射薬は、複数の連続チャネルを備えた未加工の粒状体マトリックスを有
する粒を有し、該チャネルは、最大０．３ｍｍの特徴的な横断寸法を有し、かつ該未加工
の粒状体の外側表面に通じている。チャネル中に圧縮された固形物質粒子の栓状物が存在
する。固形物質は、適用温度範囲内で安定であり、かつ未加工の粒状体に対して不活性で
あるものが選択される。粒径の種類は、固形物質粒子が連続チャネル中に本発明に従った
混合法によって導入可能なものである。栓状物は、本質的に（すなわち実際にはもっぱら
）固形物質から成る。固形物質はすべての適用温度範囲内でその固体構造を維持し、かつ
未加工の粒状体に対して不活性であることから、長期的に安定する。微量も未加工の粒状
体には拡散せず、固形物質は軟らかくもならない。殊に、栓状物中には（僅かな痕跡量は
除く）調節剤又は鈍感剤は含まれていない。
【０１１７】
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　チャネルは、そのつど１０～２０μｍ（マイクロメートル）の範囲の厚さを有するカバ
ーで塞がれており、そこにはそれぞれのチャネルに広がっている栓状物が静止している。
栓状物は、固化した固形物質粒子から成り、かつ横断寸法より明らかに大きい長さ全体に
広がってチャネルに入り込んでいる。栓状物は、チャネル断面をほぼ満たしている。しか
し、固化した栓状物体がその全長に沿ってチャネルと結合しているとは見なされない。
【０１１８】
　カバー及び栓状物に含まれる固形物質量は、調整範囲において（未加工の粒状体を基準
として）＞０～０．５質量％であり、その際、発射薬の温度勾配は、図１に記載の固形物
質量によって示されている。
【０１１９】
　栓状物は、グラファイトを含んでいてもよいが、しかし、それを含んでいる必要もない
。完成した発射薬は、静電帯電を防止し、かつ表面を平滑化するために、その表面上にグ
ラファイトを有する。
【０１２０】
　任意に、栓状物は、僅かな割合の高エネルギー固形物質、殊にニトロセルロース、ヘキ
ソーゲン、オクトーゲン、ニトログアニジン、ニトロトリアゾール、エチレンジニトラミ
ン、エチルテトリル、ピクリン酸アンモニウム、トリニトロトルエン、トリニトロベンゼ
ン、テトラニトロアニリン等を含む。強酸化剤、例えば、硝酸アンモニウム、硝酸カリウ
ム、過塩素酸アンモニウム、過塩素酸カリウム等もそれらに含めてもよい。殊に、高エネ
ルギー固形物質は、混合法において作り出される未加工の粒状体のラビング部に相当する
。
【０１２１】
　栓状物は、製造温度、貯蔵温度及び／又は適用温度を上回る、殊に９０℃を上回る溶融
温度を有する。それは、つまり、適用温度範囲において液状である調節剤を含まない。
【０１２２】
　好ましくは、未加工の粒状体は、少なくとも７個（例えば１９個又はそれより多い、殊
に３８個又は６４個）の軸方向の連続チャネルを有する。栓状物によって閉じられるチャ
ネルの空隙は、栓状物の体積の数倍の空隙体積を有していてよい。
【０１２３】
　本発明による固形物質の使用により、若しくは本発明による方法によって、次の特定を
有する発射薬を製造することができ、これは比表面積が４２０ｍｍ2／ｇより大きく、か
つ固形物質量が０．１５質量％、殊に０．２質量％より大きく、そして該固形物質が０．
５質量％までの調整範囲で、達成されるべき温度依存性に従って選択されており、そうし
てチャネル中に存在する非揮発性の固形物質から、使用される固形物質から主として成り
、かつ温度依存性の移動度を有する栓状物が得られ、その点で、該栓状物は、制御された
形で着火圧力波に対する耐性を持つことができる。
【０１２４】
　また本発明による固形物質の使用により、若しくは本発明による方法によって、比表面
積が３１０ｍｍ2／ｇより小さく、固形物質量が好ましい効果のために少なくとも０．０
５質量％であり、かつ最適な効果のために０．０７５質量％より大きく、かつ頻繁には０
．２質量％より大きい発射薬を製造することができる。その際、該固形物質は、０．５質
量％までの調整範囲で、達成されるべき温度依存性に従って選択されている。チャネル中
に存在する非揮発性の固形物質から、圧縮によって、使用される固形物質から主として成
り、総じて、より温度に依存しない発射薬適用をもたらす栓状物が生じる。
【０１２５】
　本発明は、固形物質量が発射薬の比表面積に従って、チャネル中で圧縮及び固化された
固体状の栓状物が温度依存性の移動度を有する固形物質から形成されており、かつ温度勾
配が下方及び上方の温度勾配曲線の交差範囲にあるように選択されている発射薬も包含す
る。
【０１２６】
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　本発明はまた、以下の特徴によって際立っている発射薬に関する：
　ａ）物理的構造が、少なくとも１つの連続チャネルを備えた所定の幾何学的形態を有す
る膨張可能な未加工の粒状体によって形作られている。チャネルは、最大０．３ｍｍの特
徴的な横断寸法を有し、かつ該未加工の粒状体の外側表面に通じている。
　ｂ）発射薬は、好ましくは４２０ｍｍ2／ｇより大きい比表面積を有する。該比表面積
は、３１０ｍｍ2／ｇより小さくてもよい。しかし、他の粒度も排除されていない。
　ｃ）表面上及び少なくとも１つのチャネル内には固形物質が存在し、これは適用温度範
囲内で安定であり、未加工の粒状体に対して不活性であり、かつ該連続チャネル内に導入
することが可能な粒径を有する。該粒径は、例えばチャネルの半分の直径より小さい。化
学的／物理的観点から、該固形物質は、それが混合及び乾燥法において圧縮され得る特性
を有する。
　ｄ）固形物質の量は、比表面積に依存しており、０．０５質量％、有利には０．０７５
質量％、特に有利には０．１５質量％、頻繁には０．２質量％より大きく、かつ達成され
るべき温度依存性に従って＞０質量％～０．５質量％までの調整範囲内にある。
　ｅ）チャネル内には、圧縮及び固化された非揮発性の固形物質の部分が存在している。
これは、主として、使用された固形物質と任意に調節剤とから成り、制御された形で着火
圧力波に対する耐性を持ち得るように温度依存性の移動度を有する栓状物を形成する。
　ｆ）任意に、液体は発射薬中に存在しており、該液体は未加工の粒状体を膨張させるこ
とができ、かつ該発射薬の製造の最後には該発射薬中に均一に分散して含まれている。つ
まり、未加工の粒状体及び液体の化学組成は互いに合わせられているので、該未加工の粒
状体は膨張することが可能である。液体は、（未加工の粒状体の質量を基準として）０．
５質量％を上回らない、調節剤として機能するオリゴマー若しくはポリマー物質を有する
。液体のその他の部分は、低粘性の溶媒であってよい。
　ｇ）発射薬は、該発射薬の温度依存性の調整のために、＞０～０．５質量％の固形物質
の調整範囲を有し、その際、該固形物質量は、栓状物を形成するための調整範囲内で調整
される。該調整範囲は、他は同じ条件下で、適用温度範囲の上方の温度範囲における最大
圧力をより強く下げるために、かつ適用温度範囲の下方の温度範囲における最大圧力をよ
り強く上げるために、より多くの固形物質量を用いるということによって特徴付けられて
いる。
【０１２７】
　完全した発射薬は、特定の固形物質割合を有する。これは、特別な発射薬固有の調整範
囲内にある。すなわち、他は同じ条件下で、別の（しかし一方では特定の）固形物質割合
を有する発射薬も実現することができる。この別の固形物質割合も同様に調整範囲内にあ
る。本発明による調節範囲において特徴的なのは、固形物質量がより高く選択された場合
に、上方の温度範囲（粉末を使用することができる範囲）における最大圧力を下げること
である。そして下方の温度範囲においては、固形物質量が高められると、最大圧力が高め
られる。最大圧力が固形物質量によってのみ調節されるというこの特性は、チャネル内の
本発明による栓状物の構造及び固定化に条件付けられている。発射薬の分析によって、ど
の調整範囲をそれが有しているかを確かめることができる。したがって、該調整範囲は、
本発明による発射薬の技術的に決定することができる特徴である。
【０１２８】
　好ましくは、発射薬の固形物質量は（平均という意味で）以下のように選択される：
　Ｍ（固形物質）＝Ｋ＿ｍａｘ×Ｆ（比表面積）＋オフセット、
　ここで、
　Ｍ（固形物質）は、未加工の粒状体の質量を基準として質量％で表される固形物質の量
であり、
　Ｆ（比表面積）は、ｍｍ2／ｇで表される未加工の粒状体の比表面積であり、
　Ｋ＿ｍａｘ＝０．００１４［ｇ／ｍｍ2］
　オフセット＝－０．１４であり、
そうして、相対最大圧力は大体（すなわち平均という意味で）比例して上方の温度範囲内
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で１０５％から９５％に下がるか、又は固形物質量は（平均という意味で）比例して＞０
からＭ（固形物質）＝Ｋ＿ｍａｘ×Ｆ（比表面積）＋オフセットに選択されて、そうして
下方の温度範囲における相対最大圧力は大体比例して８７％から１０５％に高まる。
【０１２９】
　理想的な形で処理された発射薬は、最大限良好な燃焼挙動の温度非依存性を示す。それ
らは上方及び下方の温度勾配曲線の交点に見出すことができる。
【０１３０】
　発射薬を少なくとも２つの異なる形で処理された発射薬（ＴＬＰａ、ＴＬＰｂ）の混合
物として提供することも本発明の意味に含まれる。異なる発射薬のいずれも、本発明によ
る製造法によって製造される。少なくとも２つの異なる形で処理された発射薬の混合は、
その混合物が上方及び下方の温度勾配曲線の交差範囲における固形物質割合を有する最適
な発射薬と同じように挙動する比で行われる。好ましくは、異なる形で処理された発射薬
は、同じ未加工の粒状体（形状、化学組成）に基づく。
【０１３１】
　発射薬を、処理していない未加工の粒状体（ＧＫ）と少なくとも１つの強く処理した発
射薬（これは本発明による方法によって製造されている）との混合物として用いることも
可能である。双方の発射薬の混合は、その混合物が上方及び下方の温度勾配曲線の交差範
囲における固形物質割合を有する最適な発射薬と同じように挙動する比で行われる。
【０１３２】
　好ましくは、混合物は、発射薬の点で表される双方の発射薬の温度勾配曲線が直線形で
あるという想定に基づき計算される。換言すると、少なくとも２つの発射薬の各々が共通
の温度勾配に及ぼす影響は線形と見なされ、該混合物は式"ＴＬＰａの量"／"ＴＬＰｂの
量"＝Δｂ／Δａに基づいて調べられ、ここで、Δａは、Ｓ／Ｚ曲線の交点におけるＴＬ
Ｐａの相対最大圧力Ｐｍａｘ／Ｐｍａｘ（２３℃）と発射薬の相対最大圧力Ｐｍａｘ／Ｐ
ｍａｘ（２３℃）との差である（そしてΔｂも同様にＴＬＰｂの相対的な圧力差である）
。
【０１３３】
　つまり、好ましくは、異なる形で強く処理された発射薬は、最適に挙動する発射薬を得
るために互いに混合される。
【０１３４】
　それゆえ、弱く処理されたＴＬＰａが、強く処理されたＴＬＰｂと混合される。弱く処
理されたＴＬＰａは、理想的な形で処理されたＴＬＰより少ない固形物質を有し、その最
大ガス圧は、少ししか下げられない。それに対して、強く処理されたＴＬＰｂは、理想的
な形で処理されたＴＬＰより多い固形物質を有する。その最大ガス圧は、明らかに下げら
れており、かつ上方及び下方の温度勾配曲線の交点より下にある。ＴＬＰｂは、逆の温度
挙動を示す。好適な比において製造されたＴＬＰａとＴＬＰｂとの混合物が、理想的な形
で処理されたＴＬＰに相当する温度非依存性の燃焼挙動を有するＴＬＰを生む。
【０１３５】
　簡単な事例において、発射薬に及ぼす固形物質の影響は少なくとも調整範囲内で線形と
見なすことができる。そのために、そのつど処理されたＴＬＰのＳ／Ｚ曲線の交点の最大
ガス圧、つまり、ＴＬＰａのΔａとＴＬＰｂのΔｂとの差が測定される。発射薬のほぼ最
適な挙動のために、ＴＬＰａとＴＬＰｂは、最大圧力における差に反比例する量比（質量
）で互いに混合される：
　量（ＴＬＰａ）／量（ＴＬＰｂ）＝Δｂ／Δａ
　同じ原理に則って、処理していない未加工の粒状体ＧＫを、強く処理したＴＬＰｂと混
合することも可能である。
【０１３６】
　この線形の関係は、簡単な例に当てはめられ、かつ良好な結果を生む。非常に正確な調
整が求められる場合、非線形の挙動も考慮することが好ましくあり得る。
【０１３７】
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　同様に、ちょうど２つより多い異なる形で強く処理された、若しくは１つの強く処理さ
れた発射薬を、処理していない粒と互いに混合し、温度非依存性の燃焼挙動を有する発射
薬を得ることが可能である。
【０１３８】
　後述の詳細な説明及び特許請求の範囲全体から、本発明の更なる好ましい実施形態並び
に特徴の組合せが明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【０１３９】
【図１】６つの異なる発射薬に関する、使用した固形物質量と温度勾配曲線との関係を示
す図
【図２】表面研磨を含む処理の場合の発射薬の比表面積と、に物質の最適な量並びに上限
値及び下限値との関係を示す図
【図３】表面研磨と分けて行われる発射薬の処理に際しての固形物質の上限値及び下限値
を示す図
【図４】異なる形状のバッフルを備える使用したドラムと、固形物質の上限との関係を示
す図
【図５】図１からの特定の配合物を有するＴＬＰ２型の発射薬に関する、固形物質が一定
量の場合の、使用した調節剤量と温度勾配曲線との関係を示す部分図
【図６】図１からの特定の配合物を有するＴＬＰ２型の発射薬に関する、調節剤が一定量
の場合の、使用した固形物質量と温度勾配曲線との関係を示す部分図
【図７】未加工の粒状体のチャネル中での固化された栓状物の写真を示す図
【図８】最適な調節剤量及び固形物質量を決定するための方法を概略的に示す図
【図９】温度処理前（ａ）及び温度処理後（ｂ）の未加工の粒状体マトリックス中での調
節剤の濃度を概略的に示す図
【図１０】兵器中での未加工の粒状体処理の効果を示す図
【図１１】混合によって実際の発射薬を製造するためのＴＬＰ２用に使用した固形物質量
と温度勾配曲線との関係を示す図
【０１４０】
　原則的に、図中、同じ部分には同じ引用符号を付している。
【発明を実施するための形態】
【０１４１】
　図１には、６つの異なる発射薬ＴＬＰ１～ＴＬＰ６に関する温度勾配曲線を示している
。横軸には、未加工の粒状体の量を基準として、添加した固形物質全体を質量％で表して
おり、かつ縦軸には、温度勾配を百分率でプロットしている。固形物質量は、本発明によ
る栓状物を作り出すためと、表面を研磨するために用いられるよう定められている。
【０１４２】
　図１に示される発射薬は、以下の通り特徴付けている：
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【表１】

【０１４３】
　６つの発射薬ＴＬＰ１～ＴＬＰ６の各々に関して、適用温度範囲の下方温度範囲及び上
方温度範囲における温度勾配曲線を記している。適用温度範囲は、これらの例では－４０
℃から＋６３℃に及ぶ。下方温度範囲は－４０℃～＋２１℃の範囲を意味し、かつ上方温
度範囲は＋２１℃～６３℃の範囲を意味している（温度範囲の極限値は、別様に定義して
もよい。本発明は、当該範囲の定義に直接的には依存しない）。下方温度範囲における温
度勾配は、下方温度範囲の上限値（＋２１℃）での最大圧力ｐ＿ｍａｘ（＋２１℃）に対
する下方温度範囲の下限値（－４０℃）での最大圧力ｐ＿ｍａｘ（－４０℃）の比を出す
ことによって定義している。相応して、上方温度範囲における温度勾配は、上方温度範囲
の下限値での最大圧力ｐ＿ｍａｘ（＋２１℃）に対する上限値（＋６３℃）での最大圧力
ｐ＿ｍａｘ（＋６３℃）の比によって定義している。圧力値は、公知の方法で高圧容器内
爆発試験（Druckbombenversuch）において測定した（温度勾配は、それぞれの温度範囲の
極限値を基準にしている必要はない。温度極限値に近接してはいるが、それぞれの温度範
囲内にある測定温度も使用することができる）。
【０１４４】
　温度勾配曲線は、特定の発射薬配合物を特定の製造パラメータで加工すること、及び処
理のための固形物質含有量を段階的に変えることによって生まれる。各々の固形物質含有
量に関して、下方及び上方の温度勾配を値として入力している。
【０１４５】
　同様に、高圧容器内爆発試験から、ビバシティーの比を突き止めることができる。兵器
及び高圧容器内爆発の衝撃データから得られる曲線は、非常に同じように延びる；それら
はｘ値について異なっておらず、かつｙ値について２％だけ小さい。高圧容器内爆発の結
果に基づく曲線のいくつかは、相関係数を突き止めて兵器値(Waffenwerte)に変換してい
る。
【０１４６】
　記載した発射薬は、ダブルベース又はトリプルベースである。
【０１４７】
　ダブルベースの配合物の場合、ニトロセルロースの割合は５０～６５質量％であり、そ
の際、ニトロセルロースの窒素含有量は１２．６～１３．５％の間で変化する。高エネル
ギー可塑剤の割合は、ニトロセルロースの含有量に合わせられ、かつ３５～５０質量％で
あり、すなわち、ニトロセルロースが多く含まれていればいるほど、それだけ一層、使用
される高エネルギー可塑剤は少ない。高エネルギー可塑剤として、ニトログリセリン、Ｄ
ＥＧＤＮ又はそれらの混合物が使用される。同様に可塑剤として、ＮＥＮＡ誘導体、例え
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ばＭｅ－ＮＥＮＡ、Ｅｔ－ＮＥＮＡ、Ｂｕ－ＮＥＮＡ及びそれらの混合物が用いられる。
安定剤又は難燃剤のような更に別の補助剤は、通常、２質量％未満の割合で存在する。
【０１４８】
　トリプルベースの配合物におけるニトロセルロース割合は４０～５０質量％である。高
エネルギー可塑剤の割合は２０～３５質量％の間で変化する。ダブルベースの発射薬の製
造において使用されるのと同じ可塑剤を使用することができる。付加的に、ＲＤＸ若しく
はニトログアニジンのような結晶成分又は双方の成分の混合物が使用される。その割合は
１５～３０質量％である。これに加えて、安定剤化剤及び／又は難燃剤のような、通常、
２質量％の割合を超えない補助剤が使用される。
【０１４９】
　ＴＬＰ１～ＴＬＰ６は、ダブルベース又はトリプルベースの配合物に従って製造し、次
のようにさらに処理した：
　ＴＬＰ１：回転ドラムに、５．５ｍｍの直径、０．１７ｍｍの孔径及び５９７．４７ｍ
ｍ2／ｇの比表面積を有する、１９個の孔を有する形状の未加工の粒状体５５ｋｇを初め
に装入し、かつ３０℃に加温した。温かい未加工の粒状体に、１３．５ｒｐｍで回転させ
ながら、タルクとグラファイト５０：５０の混合物を加え、その際、固形物質の全体量は
、０．３～０．８質量％（１６５ｇ～４４０ｇ）の間で変化させた。固形物質が均一に未
加工の粒状体に分散したらすぐに、溶媒７８８ｇ（エタノール：水、３：１；未加工の粒
状体１ｋｇ当たり約１７ｍｌ）及びポリテトラヒドロフラン５５ｇ（０．１質量％）を加
え、かつドラムを閉じて３０℃で６０分間混合した。その後、蓋を取り外し、かつ溶媒を
３０分間回転させながら蒸発させた。処理した未加工の粒状体を、鈍感剤の濃度勾配が、
測定した臨界勾配より低くなるまで約５５℃で貯蔵した（約９０時間）。
【０１５０】
　ＴＬＰ２：回転ドラムに、１２．３ｍｍの直径、０．１８ｍｍの孔径及び３０６．０６
ｍｍ2／ｇの比表面積を有する、１９個の孔を有する形状の未加工の粒状体５５ｋｇを初
めに装入し、かつ３０℃に加温した。温かい未加工の粒状体に、１３．５ｒｐｍで回転さ
せながら、タルク５０ｇ（０．１０質量％）を加え、そしてグラファイト割合は０～０．
２質量％（０～１６ｇ）で変化させた。固形物質割合全体で０．１質量％未満のサンプル
については、添加したタルク量を相応して減少させた。固形物質が均一に粒状体に分散し
たらすぐに、溶媒６９５ｇ（エタノール：水、３：１；未加工の粒状体１ｋｇ当たり約１
５ｍｌ）及びポリテトラヒドロフラン５５ｇ（０．１質量％）を加え、かつドラムを閉じ
て３０℃で６０分間混合した。その後、蓋を取り外し、かつ溶媒を３０分間回転させなが
ら蒸発させた。処理した未加工の粒状体を、鈍感剤の濃度勾配が、測定した臨界勾配より
低くなるまで約５５℃で貯蔵した（約７０時間）。
【０１５１】
　ＴＬＰ３：回転ドラムに、１３．８９ｍｍの直径、０．１８ｍｍの孔径及び１４３．０
３ｍｍ2／ｇの比表面積を有する、１９個の孔を有する形状の未加工の粒状体５５ｋｇを
初めに装入し、かつ３０℃に加温した。温かい未加工の粒状体に、１３．５ｒｐｍで回転
させながら、グラファイトを０．０２～０．１２５質量％（１１～６９ｇ）の量で加えた
固形物質が均一に粒状体に分散したらすぐに、溶媒５１２ｇ（エタノール：水、３：１；
未加工の粒状体１ｋｇ当たり約１１ｍｌ）及びポリテトラヒドロフラン５５ｇ（０．１質
量％）を加え、かつドラムを閉じて３０℃で６０分間混合した。その後、蓋を取り外し、
かつ溶媒を３０分間回転させながら蒸発させた。処理した未加工の粒状体を、約５５℃で
７０時間乾燥した。
【０１５２】
　ＴＬＰ４：回転ドラムに、８．６５ｍｍの直径、０．１９ｍｍの孔径及び４３７．５ｍ
ｍ2／ｇの比表面積を有する、１９個の孔を有する形状の未加工の粒状体２０ｋｇを初め
に装入し、かつ３０℃に加温した。温かい未加工の粒状体に、１３．５ｒｐｍで回転させ
ながら、タルクとグラファイト５０：５０の混合物を加え、その際、固形物質の全体量は
、０．３～０．６質量％（６０ｇ～１２０ｇ）の間で変化させた。固形物質が均一に未加
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工の粒状体に分散したらすぐに、溶媒３１２ｇ（エタノール：水、３：１；未加工の粒状
体１ｋｇ当たり約１８ｍｌ）及びポリテトラヒドロフラン２０ｇ（０．１質量％）を加え
、かつドラムを閉じて３０℃で６０分間混合した。その後、蓋を取り外し、かつ溶媒を３
０分間回転させながら蒸発させた。処理した未加工の粒状体を、約５５℃で７０時間乾燥
した。
【０１５３】
　固形物質量と比表面積との関係を突き止め得るには、処理における発射薬の量を一定に
保たなければならない。なぜなら、それは使用されるべき固形物質量に同様に影響を及ぼ
すからである。発射薬がドラム中に多く存在すればするほど、それだけ一層、必要とされ
る固形物質量は少なくなる。このことは、材料の圧力及びそれによって改善される、孔内
での固形物質の圧縮により説明され得る。したがって、記載した未加工の粒状体５５ｋｇ
を用いた試験を実施した。同じ効果を調整するための固形物質の量は、発射薬２０ｋｇの
使用と比べて１２％減少することが突き止められた。
【０１５４】
　ＴＬＰ５：回転ドラムに、９．９１ｍｍの直径、０．１８ｍｍの孔径及び３７９．４ｍ
ｍ2／ｇの比表面積を有する、１９個の孔を有する形状の未加工の粒状体５５ｋｇを初め
に装入し、かつ３０℃に加温した。温かい未加工の粒状体に、１３．５ｒｐｍで回転させ
ながら、タルクとグラファイト５０：５０の混合物を加え、その際、固形物質の全体量は
、０．１５～０．３７質量％（８２．５ｇ～２０３．５ｇ）の間で変化させた。固形物質
が均一に未加工の粒状体に分散したらすぐに、溶媒６７０ｇ（エタノール：水、３：１；
未加工の粒状体１ｋｇ当たり１４ｍｌ）及びポリテトラヒドロフラン７７ｇ（０．１４質
量％）を加え、かつドラムを閉じて３０℃で６０分間混合した。その後、蓋を取り外し、
かつ溶媒を３０分間回転させながら蒸発させた。処理した未加工の粒状体を、５５℃で約
７０時間乾燥した。
【０１５５】
　ＴＬＰ６：回転ドラムに、７．９９ｍｍの直径、０．１８ｍｍの孔径及び４５５．７ｍ
ｍ2／ｇの比表面積を有する、１９個の孔を有する形状の未加工の粒状体５５ｋｇを初め
に装入し、かつ３０℃に加温した。温かい未加工の粒状体に、１３．５ｒｐｍで回転させ
ながら、タルクとグラファイト５０：５０の混合物を０．２８～０．５２質量％（１５４
ｇ～２８６ｇ）の量で加えた。固形物質が均一に未加工の粒状体に分散したらすぐに、溶
媒９２７ｇ（エタノール：水、３：１；未加工の粒状体１ｋｇ当たり１９．５ｍｌ）及び
ポリテトラヒドロフラン５５ｇを加え、かつドラムを閉じて３０℃で６０分間混合した。
その後、蓋を取り外し、かつ溶媒を３０分間回転させながら蒸発させた。処理した未加工
の粒状体を、５５℃で約７０時間乾燥した。
【０１５６】
　図１から、各々の発射薬配合物について、上方及び下方の温度勾配曲線が重なり合うか
若しくは交差する固形物質の濃度範囲が存在していることがわかる。上方の温度勾配曲線
（"ホットブランチ(Heiss-Ast)"）は、固形物質割合の増大とともに、より高い値からよ
り低い値へと延び、それに応じて、下方の温度曲線勾配（"コールドブランチ(cold branc
h)"）は、固形物質割合の増大とともに、より低い値からより高い値へと延びる。ＴＬＰ
１について、交点は、固形物質が約０．６質量％の箇所にあり、ＴＬＰ２については、固
形物質が約０．２質量％の箇所にあり、かつＴＬＰ３については、約０．０８質量％の箇
所にある。ＴＬＰ４の交点は０．４５質量％の箇所にあり、かつＴＬＰ５の交点は０．２
７質量％の箇所にある。
【０１５７】
　ＴＬＰ６については、２１℃及び－４０℃でのビバシティーの比が、固形物質割合から
の影響をあまり強く受けていなかったことに留意されるべきである。－４０℃でのビバシ
ティーは、０．２５～０．８５質量％の固形物質量の増大において、２１℃でのビバシテ
ィーの８９％から９３％にしか上昇しなかった。予測した通りに延びる上方の温度勾配曲
線との交点は０．４２質量％である。
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【０１５８】
　さらに図１からは、交点の近傍において、使用される固形物質量が変化すると温度勾配
は強く変化することがわかる。強い変化とは、これと関連して、絶対値として２０より大
きく上昇することである。そのうえ、固形物質量の変化にも関わらず温度勾配が実質的に
変化しない固形物質量の範囲が常に存在する。これらの範囲において、曲線は、絶対値と
して２０を下回る上昇を示す。固形物質量と温度勾配との関係が存在する領域は、本発明
に従って調節範囲と呼ぶ。換言すると、当該調整範囲においては、固形物質の量の変化を
介して温度勾配に影響を及ぼすことができる。つまり、温度勾配は、固形物質の含有量に
よってのみ制御若しくは決定することができる（それ以外は同じ条件下で）。
【０１５９】
　グラファイト化されただけの発射薬の相対最大圧力の初期値は、処理されていない粒体
の温度勾配に依存し、配合物特有のものである。調整範囲は、発射薬の比表面積に依存す
る。比表面積（重量当たりの面積）は、形状（チャネルの数を含む）及びバルク材体積に
よって測定している。粒体が粗い場合（例えば１００ｍｍ2／ｇの範囲における、より小
さい比表面積）、調整範囲は比較的狭く（例えば０．０６質量％の幅）、その一方で、微
細な粒体の場合（例えば１０００ｍｍ2／ｇの、より大きい比表面積）、調整範囲は０．
５質量％の幅を完全に有することができる（非図示）。そのうえ、調整範囲は、例えば１
９個の孔を有する粉末の場合、７個の孔を有する粉末より大きい。なぜなら、チャネルの
数がより多いと、チャネルを含浸するために、それだけ多くの固形物質が必要とされるか
らである。
【０１６０】
　上方の温度範囲における温度勾配は、固形物質の量が増大するにつれて減少する。最も
大きい粒体（ＴＬＰ３）の場合、上方の温度勾配、つまり、"ホットブランチ"は、約１０
７％で始まり、それから"Ｚ曲線"を描いて８５％に下降する。平均的な粒体（ＴＬＰ２）
の同じ温度勾配は、（固形物質０．１質量％にて）約１１１％から（固形物質０．２５質
量％にて）８５％に下降する。同じように、ＴＬＰ５粒体の"ホットブランチ"も延び、こ
れは（固形物質０．１６質量にて）１０９％から（固形物質０．３２質量％にて）８５％
に下降する。ＴＬＰ６粒体の上方の温度勾配も比較可能なオーダーを有しており、これは
（固形物質０．３質量％にて）約１１０％から（固形物質０．５２質量％にて）８５％に
下降する。ＴＬＰ４粒体については、曲線は、（固形物質０．７質量％にて）１１０％か
ら（固形物質０．５５質量％にて）８５％に流れる。最小の発射薬（ＴＬＰ１）の場合、
"ホットブランチ"は、（固形物質０．４質量％にて）約１０８％で始まり、そして（固形
物質０．７質量％にて）８５％に低下する。
【０１６１】
　下方の温度範囲においては、温度曲線勾配は、そのつどＳ状に上昇する。ＴＬＰ３の"
コールドブランチ"は、約９５％で始まり、そして１０５％に上昇する、ＴＬＰ２及びＴ
ＬＰ５の曲線は、８６％から同様に１０５％に上昇する。ＴＬＰ４若しくはＴＬＰ１の相
応する曲線は、９３％若しくは９７％で始まり、そして同様に約１０５％に上昇する。Ｔ
ＬＰ６についてのみ、"コールドブランチ"は目立って平らである。それは８９％から９３
％に延び、かつ固形物質の更なる添加によってさらに影響を及ぼされ得ない。異なる挙動
は、未加工の粒状体の別の配合により説明することが可能である。ＴＬＰ１～ＴＬＰ５が
、ニトログリセリン（ＮＧＬ）とジエチレングリコールジニトレート（ＤＥＧＤＮ）若し
くはＮＥＮＡの組合せ物を含んでいる一方で、ＴＬＰ６のマトリックス中には、ＤＥＧＤ
Ｎのみが唯一の可塑剤（爆発性油(Sprengoel)）として存在する。他の発射薬と比べてＤ
ＥＧＤＮ粉末が－４０℃でも脆化せず、かつ一定の弾性を有することが知られている。し
たがって、ＴＬＰ６の場合、柔軟であり続け、かつ脆化しない未加工の粒状体配合物が存
在する。ＴＬＰ６は、下方の温度範囲("コールドブランチ")において、配合物の著しい影
響に結び付く挙動を示す。
【０１６２】
　総じて、粒径が小さければ小さいほど、それだけ一層、比表面積は大きくなり、かつ調
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整範囲の幅が広くなる。
【０１６３】
　しかしながら、高い比表面積を有する発射薬の場合の調整範囲は、当該発射薬の表面が
完全に含浸された状態とはっきり区別することはできない。表面はまだ含浸されていない
が、すでに固形物質がチャネル中に浸入している幅広い遷移範囲が生じる。この効果は、
本事例の場合、例えばＴＬＰ４及びＴＬＰ１に当たる。
【０１６４】
　この関係は、目的に合わせて最適な発射薬につなげるために利用することができる。発
射薬の温度依存性は、温度勾配曲線が交差する場合に最も低い。ここで留意されるべき点
は、示した曲線が多数の高圧容器内爆発試験の統計学的評価によって生じることである。
つまり、所定の固形物質量での温度勾配は、図１から読み取ることができる値に正確に対
応している必要はない。むしろ、個々の温度勾配は、ある程度のばらつきを有している。
さらに、交点の位置は、製造条件を実質的に変化させた場合、ある一定の限界値内で移動
してよい。しかし、決定的に重要なことは、他の点では同じ条件下で最適条件が存在する
こと、及びこの最適条件をさらに下で記載した試験法によって各事例において確実に見出
すことができることである。
【０１６５】
　温度勾配曲線は、高圧容器内爆発試験から具体的なウェポンシステムに移行される場合
、ある程度の変化を被る可能性がある。しかし、本発明による関係性により、移行されて
も、目的に合わせて最適な性能を得ることができる。突き止めた相関係数により、高圧容
器内爆発試験に基づく曲線と、兵器試験の曲線は相互に変換されることができる。ある特
定の製造バッチにおいて、温度勾配が、例えば逆転している場合、固形物質の量を減少さ
せることによって、次のバッチでは反対の温度勾配に合わせることができ、そうして双方
のバッチを混合すると所望の最小温度依存性が生じる。
【０１６６】
　図２は、本発明による栓状物生成と一緒に表面も研磨した時の、約１５０～６００ｍｍ
2／ｇの比表面積の範囲における、比表面積（ｍｍ2／ｇ）と、固形物質の平均的な最小値
（Ｍｉｎ）及び平均的な最大値（Ｍａｘ）（未加工の粒状体を基準として質量％表記した
もの）との関係を示す。これらの値から、固形物質の最適な量（Ｏｐｔ）を突き止めるこ
とができる。そのうえ、調整範囲全体をＥで示している。
【０１６７】
　必要とされる固形物質の下限値及び上限値は、比表面積に大体比例しているとはっきり
認めることができる。これより、
　Ｍ（固形物質）＝Ｋ＿ｍｉｎ×Ｆ（比表面積）＋オフセット
　Ｍ（固形物質）＝Ｋ＿ｍａｘ×Ｆ（比表面積）＋オフセット
ということが導き出され得る。
【０１６８】
　固形物質の最小量は、比表面積から、それと係数Ｋ＿ｍｉｎとを掛け算することによっ
て出る；これと同じように、固形物質の最大量は、比表面積から、それと係数Ｋ＿ｍａｘ
とを掛け算することに相当し、ここで
　Ｋ＿ｍｉｎ＝０．０００９［ｇ／ｍｍ2］
　Ｋ＿ｍａｘ＝０．００１４［ｇ／ｍｍ2］
　オフセット＝－０．１４
である。
【０１６９】
　固形物質の最適量に当てはめられるのは、
　Ｍ（固形物質）＝Ｋ＿ｏｐｔ×Ｆ（比表面積）＋オフセットであり、ここで
　Ｋ＿ｏｐｔ＝０．００１２［ｇ／ｍｍ2］
　オフセット＝－０．１４
である。
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【０１７０】
　つまり、上記の係数により、未加工の粒状体の比表面積から出発して、粒体の研磨も固
化された栓状物の製造も目的とする有利な方法において温度依存性を調整するために、ど
れくらいの量の固形物質が使用されるべきか突き止めることができる。
【０１７１】
　調整範囲は、平均的な直線であるＫ＿ｍｉｎ及びＫ＿ｍａｘの値によって定義されたも
のより全体的にいくらか大きい。この範囲は、極限値Ｅ＿ｍｉｎ及びＥ＿ｍａｘ内にあり
、ここで
　Ｍ（固形物質）＝Ｅ＿ｍｉｎ×Ｆ（比表面積）
　Ｍ（固形物質）＝Ｅ＿ｍａｘ×Ｆ（比表面積）、ここで
　Ｅ＿ｍｉｎ＝０．００７［ｇ／ｍｍ2］及び
　Ｅ＿ｍａｘ＝０．００１７［ｇ／ｍｍ2］
である。
【０１７２】
　調整範囲は、必要とされる固形物質量を比表面積に対してプロットした場合、比表面積
の増大とともに広がり、そのうえ必要される固形物質量のより高い値に移動する円錐形の
範囲に相当する。この調整範囲は、特定の比表面積を有する粒体の特徴を示す。
【０１７３】
　表面の研磨を、栓状物の形成前又は形成後に置いた別個の工程段階において行う場合、
固形物質の必要とされる量は、もはや比表面積に依存しない。これは、図３から読み取る
ことができる。表面処理のための固形物質の最大量は、
　Ｍ＿ｍａｘ＝０．１４質量％
である。
【０１７４】
　それに応じて、表面処理のための固形物質の最小量は、
　Ｍ＿ｍｉｎ＝０．０４８質量％
である。
【０１７５】
　最大量は、さらに添加しても温度勾配がもはや変化しない上限値によって規定している
。固形物質の最小量は、温度勾配を２％低下させる。
【０１７６】
　個々の事例について別記しない限り、質量％は、未加工の粒状体の量に関する。
【０１７７】
　一般的に、これと関連した表面研磨は、グラファイト化又は、グラファイトと更に別の
固形物質の混合物による表面の含浸と同等に扱うことができる。
【０１７８】
　図４は、ＴＬＰ粒体の比表面積と、栓状物を形成するために必要とされる固形物質量（
グラファイトによる表面コーティングを含む）との関係を再度示す。そのために、固形物
質量を、その比表面積によって表される、図１からの上方の温度勾配と個々の粒径の１０
０％曲線との交点に対してプロットしている。点線の曲線は、グラファイト量の最小化に
最適化されているドラム内部構造物（バッフル）が使用される場合に、固形物質量が（１
００％曲線と交差する点で）比表面積といかなる関係にあるのかを具体的に示す。このグ
ラフが示しているように、２０％までの範囲でグラファイト量を減少させることができる
。
【０１７９】
　最適化された方法では、例えば以下の減少させられた固形物質量が生じる：
　Ｍ（固形物質）＝Ｋ＿ｍｉｎ×Ｆ（比表面積）
　Ｍ（固形物質）＝Ｋ＿ｍａｘ×Ｆ（比表面積）、ここで
　Ｋ＿ｍｉｎ＝３／４０００［ｇ／ｍｍ2］及び
　Ｋ＿ｍａｘ＝６／５０００［ｇ／ｍｍ2］
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　最適な固形物質量は、例えば：
　Ｍ（固形物質）＝Ｋ＿ｏｐｔ×Ｆ（比表面積）、ここで
　Ｋ＿ｏｐｔ＝１／１０００［ｇ／ｍｍ2］
である。
【０１８０】
　特定の構造の（及び特定のバッフルを備えた）ドラム中で様々の未加工の粒状体サンプ
ルが処理される場合、必要とされる固形物質の質量割合は線形上昇する（実線）。（他の
）最適化されたバッフルを備えた他のドラムが使用される場合、特定の未加工の粒状体サ
ンプルのために必要とされる固形物質量は比例して減少する可能性がある（点線）。グラ
ファイト量と比表面積との線形関係を、さらにここで付している。よって、様々に最適化
されたバッフル若しくは入口が、必要とされる固形物質の量に影響を及ぼし得る。それに
対して、ドラムの使用される体積及び使用される充填量、又は未加工の粒状体の表面粗さ
もグラファイト量に及ぼす量は比較的少ない。
【０１８１】
　ドラムの周速が固形物質による未加工の粒状体の処理効果に及ぼす影響も留意されるべ
きである。
【０１８２】
　更なるパラメータは、ドラムの周速である。したがって、一定の周速を得るために、ド
ラムの半径若しくは直径に応じて回転速度が合わせられなければならない。より大きなド
ラムの場合、それゆえ、同じ周速に調整するために、実際に調整パラメータである回転速
度が減少されなければならない。ＴＬＰ２を用いた２つの試験を２２０ｋｇのドラム中で
実施した。それ以外は同じパラメータで、１つ目の試験における周速は３８０ｍ／分であ
った。２つ目の試験の場合、それは１０％高まった。
【０１８３】
　２２０ｋｇのＴＬＰ２は、全体で０．１質量％のポリテトラヒドロフラン、０．１質量
％のタルク、０．０９５質量％のグラファイト及び１５ｍｌ／ｋｇのエタノール溶液（水
に溶かした７５％のエタノール）とポリテトラヒドロフランにより３０℃で処理していた
。
【０１８４】
　１２０ｍｍの兵器での試験は、試験１に従った処理された粉末に関して、１８０ｂａｒ
の圧力上昇若しくは１０３．２％のｐ＿ｍａｘ　６３℃対ｐ＿ｍａｘ　２１℃の比を生む
。より高い周速で処理された試験２からの粉末に関しては、２０ｂａｒの圧力上昇又は１
００．３％のｐ＿ｍａｘ（６３℃）対ｐ＿ｍａｘ（２１℃）の比となる。同じ効果は、周
速を変えずに固形物質量０．０２％を高めることによっても得られることができる。周速
をさらに高めると、さらに効果が強まると推測される。
【０１８５】
　原則的に、同じ周速にて、その他の点で、未加工の粒状体の処理の全てのパラメータが
一定に保たれる場合、ほぼ同じ結果物が生じる。
【０１８６】
　理想的には、粒体直径に対する粒体長さの比は１：１又はそれより２０％を超えて異な
らない。粒体長さが直径より大きい場合、一般に、同じ比表面積、しかし、１：１の直径
に対する粒状体長さの比を有する粒状体の場合に匹敵する効果を得るために、いくらか多
量の固形物質を用いる必要がある。
【０１８７】
　試験は、直径に対する粒体長さの１より小さい比が燃焼特性に悪影響を及ぼす可能性が
あることを示していた。したがって、長さ対直径の比は、好ましくは１：１又はそれより
大きく選択される。
【０１８８】
　その値を上回ると本発明による処理が上手くいかない臨界比表面積を突き止めた。すな
わち、粒体又は粒体中のチャネルが小さすぎると、チャネル孔に栓状物を形成することが
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できない。約１１５０ｍｍ2／ｇの比表面積を有する粒体の場合、もはや栓状物は形成さ
れないことは明らかである。
【０１８９】
　６００ｍｍ2／ｇの比表面積の場合でさえ、最適な切り込み長さから実質的に逸れると
、栓状物が形成されなくなる可能性がある。そのため、例えば、６００ｍｍ2／ｇを超え
る比表面積にて、直径に対する長さの比を１：１から１：２に変えると、もはや所望の信
頼性でもって栓状物を形成することができなくなる。
【０１９０】
　図５は、一定の固形物質量において調節剤が温度依存性に及ぼす影響を示す。その際、
固形物質割合は、調整範囲内で選択している。注目すべき点は、ここでは、上方温度範囲
と下方温度範囲の温度勾配曲線が成す交点が存在しないことである。下方温度範囲におい
ては、温度勾配曲線が（０質量％の調節剤で）９７．５％から（０．４質量％の調節剤で
）８９％へとほぼ線形に減少する。それに比べて、上方の温度勾配曲線は１００％の最小
値を０．１～０．１５質量％の範囲において有する。調節剤量を０質量％に減少させた場
合、温度勾配は１０５％に高まり、そして調節剤を０．４質量％に高めると温度勾配は１
１２％に上昇する。
【０１９１】
　本発明の好ましい観点によれば、調節剤は可能な限り低く選択される。これは、例えば
、調節剤を０．１質量％未満の量で用いた場合に達成することができる。ここで、０．１
質量％の量が特に有利である。なぜなら、それは最小範囲（０．１～０．１５質量％）の
下端にあり、そしてこの場合の温度勾配は１００％だからである。
【０１９２】
　図６は、ＴＬＰ２の温度勾配曲線の一部を示す。固形物質として０．１質量％のタルク
を、異なる量のグラファイト（０．０２～０．１１質量％）と組み合わせた。調節剤は、
０．１質量％で一定であった（これは図５に記載の最小範囲の下端にある）。上方の温度
勾配曲線と下方の温度勾配曲線との交点は、合計してほぼ０．２質量％の固形物質の場合
にある（図１を参照されたい）。図６から読み取られる測定値は、２％の統計学的変動幅
（温度勾配に関して）を意味している。温度勾配曲線の支点は、経験則による算定規則と
して利用することができ、具体的な定量値として用いることが可能である。突き止められ
た曲線は、発射薬配合物、この場合、ＮＣ／ＤＥＧＮ／ＮＧＬを有するトリプルベース粉
末固有のものである。配合を変えると、異なるプロファイルが生じ得る。
【０１９３】
　図７は、発射薬を切断した写真を示す。ボディー１は、例えば円筒状の外形を有し、例
えば５．５ｍｍの直径及び例えば５～７ｍｍの長さを有する。表面２には、グラファイト
層が存在し、これは十分な導電性と平滑な表面をもたらす。ボディー１は、チャネル３を
有し、これは、ボディー１の軸方向に向かって延び、例えば０．１７ｍｍの直径を有する
。図５においては、複数の同様のチャネルの１つだけを見ることができる。チャネル３の
口は、固化及び場合により調節剤で接着された固形物質のカバー４で閉じられている。カ
バー４は気密性であり、火炎の侵入を防ぐ。チャネル３には、栓状物５が静止している。
これはカバー４としっかり結合しており、圧縮された（元々は粒状の）固形物質より成る
形状安定な部分を形成する。
【０１９４】
　形作られた栓状物５を有するカバー４は、温度依存性の移動度を有する。すなわち、こ
れは、適用温度の特定の範囲内で着火圧力に耐える。高い温度での燃焼がガス圧のより平
坦なプロファイルを生むように、カバー４は、形作られた栓状物５と一緒に、例えば３５
℃の適用温度から着火圧力に耐え、そのため燃焼するチャネルの数は、この適用温度より
高い場合には低い場合より少ない。温度依存性の移動度は、統計学的なパラメータである
（すなわち、粒の全ての栓状物が、まさに同じ移動度を有しているというわけではない）
ので、多孔粉末は、高い適用温度の場合、低い温度の場合より平均してより少ない孔数で
燃焼することができる。
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【０１９５】
　この効果は、ＵＳ７，０５１，６５８（Ｎｉｔｒｏｃｈｅｍｉｅ　Ｗｉｍｍｉｓ，Ｎｉ
ｔｒｏｃｈｅｍｉｅ　Ａｓｃｈａｕ）から自体公知である。本件において新しいのは、温
度依存性が基本的に固形物質量の適した選択によってのみ調整され、そしてこの効果を目
的に合わせて最適化できることである。
【０１９６】
　そこで、図８を手がかりにして、発射薬の温度依存性の挙動を最適化するための特に有
利な方法を説明する。
【０１９７】
　概して、以下の通りに行う：
　１．発射薬の形状（形、チャネルの数、寸法）を、意図した適用により定める。
　２．この所定の形態、ひいては定義された比表面積に基づき、固形物質の最小値を選択
する。これは、処理を組み合わせた場合（グラファイト化＋栓状物形成）、存在する特定
の未加工の粒状体を研磨するために通常必要とされる量を超える。
　３．次いで、種々の調節剤量（極めて低い、平均的、比較的高い）を用いて試験処理を
実施し、温度勾配曲線の平坦な範囲を調べる。
　４．未加工の粒状体が処理中に溶媒量を吸収することができるように、溶媒量を適合さ
せる。
　５．次いで、グラファイト量を測定する。試験処理は、温度勾配と固形物質量との関係
を試験で確認できるように仕向けられていなければならない。温度効果が確認できない場
合、固形物質量は低すぎる。逆の範囲にある場合、固形物質量は高すぎる。
【０１９８】
　自体公知の方法において、粉末ペースト１０を、例えば、ニトロセルロース５８質量％
、ニトログリセリン２６質量％とジエチレングリコールジニトレート１６質量％を混練す
ることによって調製する。安定剤として、例えばアカルジットＩＩを使用してよい。粉末
ペーストの量は、例えば８０００ｋｇである。このいわゆる"バッチの大きさ"は、適用に
応じて別の形で選択されていてもよく、以下では量比の数値例として単に用いる。
【０１９９】
　粉末ペースト１０から、押出１１によって未加工の粒状体１２を製造する。押出ダイは
、例えば、０．１５～０．２０ｍｍの範囲の内径を有する１９個の孔を作り出す。これら
の孔は、すべて同じ大きさである必要はなく、例えば、２つの異なる孔径を提供すること
が好ましくあり得る。簡略化のために、本実施例では同じ大きさの孔から出発する。
【０２００】
　このようにして製造した未加工の粒状体１２のバッチから、例えば１０ｋｇの３つの等
しい部分量１２．１を取り出す。１つ目の試験処理１６．１においては、１つ目の部分量
１２．１を、第一の調節剤試験量１３．１及び固形物質の試験量１４．１と混合装置１５
（例えば回転式処理ドラム）中で本発明に従って加工することで、固化された栓状物（図
６に示す通り）が生じる。２つ目の試験処理１６．２においては、同じ混合装置１５中で
、２つ目の部分量１２．１、２つ目の調節剤試験量１３．２及び固形物質の試験量１４．
１を、それ以外は１つ目の試験量１２．１と同じ方法条件下で加工する。意味内容に従っ
て、３つ目の試験処理１６．３では、部分量１２．１、調節剤の試験量１３．３及び固形
物質の試験量１４．１を加工する。これらの３つの試験処理１６．１～１６．３において
は、単に調節剤の試験量１３．１～１３．３のみが異なる。これらは、例えば０．０５質
量％、０．１５質量％及び０．２５質量％に規定する。固形物質量の試験量１４．１は同
じ量であり、例えば未加工の粒状体の比表面積の調整範囲の真ん中にある（図２及び図３
）。
【０２０１】
　これら３つの試験処理１６．１、１６．２、１６．３から取得される発射薬を、高圧容
器内でその温度依存性に関して試験し、そして図４に基づき説明される調節剤量に関して
の温度依存性の最小範囲を調べる。この試験１７．１に基づき、ユーザーは、調節剤量の
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適した値を選択することができる。その際、調節剤量は、好ましくは最小範囲の下端で選
択する。選択した調節剤量１３．４（例えば図４に記載の発射薬の場合には０．０８質量
％）は、次の試験段階（及び後続の製造段階）のために維持する。
【０２０２】
　次の段階では、未加工の粒状体１２のバッチから、３つの更なる等しい部分量１２．２
を再び１０ｋｇ毎に分ける。１つ目の部分量１２．２は、１つ目の試験処理段階に基づき
選択した調節剤の試験量１３．４（これは、通常、調節剤量の試験量１３．１～１３．３
には相当しない）及び１つ目の固形物質の試験量１４．２と混合装置１５中で本発明に従
って加工することで（試験処理１６．４）、固化された栓状物が生じる。同じ混合装置１
５中で、２つ目の部分量１２．２、調節剤の試験量１３．４及び固形物質の試験量１４．
３を、それ以外は１つ目の部分量１２．２と同じ方法条件下で加工する（試験処理１６．
５）。意味内容に従って、３つ目の部分量１２．２の場合、調節剤の試験量１３．４を固
形物質の試験量１４．４と加工する（試験処理１６．６）。これらの３つの試験処理１６
．４～１６．６においては、単に固形物質の試験量１４．２～１４．４のみが異なる。こ
れらは、例えば０．５質量％、０．６質量％及び０．７質量％に、図１におけるＴＬＰ１
型の未加工の粒状体の場合に規定する。調節剤の試験量１３．４は同じ量である。概して
、固形物質の試験量は、固形物質の最小値、最適値及び最大値に、図２若しくは図３に従
って規定することができる。好ましくは、３つの固形物質の試験量は、温度勾配曲線のプ
ロファイルを確実に突き止めることができ、かつＳ特性又はＺ特性の平坦な範囲において
両側で存在しないように、調整範囲の半分未満しか異ならない。
【０２０３】
　これらの３つの試験処理１６．４、１６．５、１６．６から取得される発射薬を、高圧
容器内でその温度依存性に関して試験し、そして図１に基づき説明される固形物質量に関
しての温度依存性の交差範囲を調べる。この試験１７．２に基づき、ユーザーは、固形物
質量の適した値を選択することができる。その際、固形物質量は、好ましくは温度勾配曲
線のおよそ交点で選択する。図５に記載の発射薬の場合、最適な固形物質量は、約０．０
９質量％のグラファイト＋０．１質量％のタルクである。図５の例の場合、固形物質量は
、全体的に約０．０８質量％のグラファイトと０．１質量％のタルク（つまり、計０．１
８質量％の固形物質）であってもよく、なぜなら、これは依然として十分に交点付近であ
り（すなわち、固形物質の差が１０％未満）、同時に上方の温度範囲（２１～６３℃）に
おける温度勾配を１００％付近で有しているからである。
【０２０４】
　選択した調節剤と固形物質量を、製造１８において用い、これは典型的には２００ｋｇ
以上のバッチで行う。実際には、ある一定の間隔（すなわち、ある一定の製造バッチにお
いて）で、発射薬が依然として目標の特性を有するか否かを調べる。温度依存性が変化す
る限りにおいては、固形物質量を適宜合わせることにより手を加えてよい。調節剤の含有
量を変える必要はなく、変えるべきでもない。固形物質量がどちらかと言えばいくらか高
められるべきか又は下げられるべきか否かは、試験１７．２の結果を基にして決めること
ができる。固形物質は発射薬に対して不活性であるので、製造パラメータ（固形物質量）
の変化により不所望な副作用が起きないことが保証される。目的に合わせて温度依存性に
のみ影響を及ぼすことができる。
【０２０５】
　使用される物質（固形物質、調節剤）と未加工の粒状体との相容性は、個別的に適した
測定法を用いて確かめることができる。例えば、未加工の粒状体と表面処理材料との強力
な混合操作から、８０℃にて熱流束熱量計（ＷＦＫ）で大規模な発熱について試験するか
、又は表面処理材料を過剰量で未加工の粒状体に施与するか若しくは未加工の粒状体に拡
散させる。これらの試料は９０℃の加熱減量試験に掛けるか又はＷＦＫで試験する。相容
性を測定するための更に別の試験が、係る表面処理材料／未加工の粒状体－混合物の爆燃
温度の測定である。
【０２０６】
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　液体及び固形物質並びに固形物質／液体の比は、固形物質粒子が凝集せずに、それらが
完全な移動性を有するように選択される。このことは、チャネルの口に栓状物を形成する
ために重要である。
【０２０７】
　基本的に、発射薬の適用温度範囲内で化学的に安定であり、発射薬の配合物と相容性で
あり、ひいては化学的な寿命に悪影響を及ぼさない任意の固形物質又は任意の固形物質混
合物を使用することができる。そのうえ、固形物質は、全体的な製造範囲、燃焼範囲及び
貯蔵温度範囲において溶融してはならず、かつ寿命全体にわたって、発射薬の粒体から本
質的な割合が昇華消失及び／又は拡散侵入してはならない。有利には、融点が最大使用温
度を少なくとも１０℃、殊に２０℃上回る物質が選択される。有利なのは、９０℃より高
い融点を有し、かつ発射薬配合物に溶けないか又はいずれにしても非常に僅かにしかそこ
に溶けない物質である。
【０２０８】
　有利なのは、そのうえ、発射薬に好ましい影響を及ぼす固形物質又は固形物質混合物で
ある（ＬＯＶＡ特性＝低脆弱性弾薬、高い嵩密度、良好な流動性、焼食抑制性、消炎性、
高エネルギー容量、導電性及び良着火性）。
【０２０９】
　該固形物質又はそれらの混合物は、なかでも不活性の物質である。
【０２１０】
　発射薬の着火性に基づき、不活性の固形物質又はそれらの混合物は可能な限り少量で使
用されなければならない。
【０２１１】
　調節剤として、固体又は液体の物質が用いられる。その際、固体の調節剤は、第三の成
分として用いられる低粘性液体に溶解していなければならない。液体の調節剤又は調節剤
溶液は、低粘性液体に乳化した状態で存在していてもよい。
【０２１２】
　調節剤として適しているのは、原則的に、未加工の粒状体の基本となる配合物との良好
な化学的相容性及び僅かな揮発性を示す（例えば２１℃にて＜１０-2ｂａｒの蒸気圧）あ
らゆる固体及び液体の物質である。その際、調節剤は、純物質として又は物質混合物とし
て用いることができる。
【０２１３】
　用いられる調節剤は、一般的に不活性の物質である。しかし、高エネルギー"調節剤"を
用いることができるということも全くもって可能である：しかしながら、これらは、表面
処理プロセスの間、後の弾薬組み立て若しくは弾薬輸送及び弾薬使用に際しての機械的負
荷に対して不感でなければならない。
【０２１４】
　調節剤は、発射薬マトリックスに可溶性であるか又は不溶性であるかのいずれかであっ
てよい。調節剤が可溶性である場合、これは鈍感剤とも呼ばれ、相応してこの自体公知の
作用を用いることもできる。
【０２１５】
　発射薬マトリックスに可溶性の調節剤を用いた場合、発射薬の最外層での表面処理に際
して濃度勾配が形成される。この濃度勾配は、発射薬の寿命が続く間、拡散によって壊れ
、これにより発射薬の燃焼特性に必ず変化が加えられる。これは、たいていの場合、より
高いビバシティーとピークガス圧となって顕在化し、これは弾動特性に悪影響を及ぼし、
かつ極端な場合では兵器を破壊する可能性がある。
【０２１６】
　発射薬のこの（拡散プロセスが原因の）弾動の不安定性は起こってはならない。それゆ
え、調節剤の拡散問題は、発射薬の表面処理における非常に大事な意味を持つ。拡散現象
は、発射薬の組成、用いられる調節剤の種類及び温度に依存する。
【０２１７】
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　爆発力を持つ油の高い濃度を有するダブルベース又はマルチベースの発射薬が使用され
る場合、調節剤の拡散は比較的強く促進される。それゆえ、本発明による表面処理は、発
射薬の貯蔵中に、拡散による砲内弾動特性の変化が生じないか又は僅かにしか生じないよ
うに仕向けられていなければならない。微量に拡散する調節剤が用いられる場合、十分少
ない量が使用されなければならないか、又は拡散プロセスが弾薬組み立て前に実際に終え
ていることが保証されていなければならない。
【０２１８】
　特に良く適した低粘性液体の例は、水、水とメタノールの混合物、水とエタノールの混
合物、水とプロパノールの混合物、水とアセトンの混合物、水とテトラヒドロフランの混
合物、並びにペンタン、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサン、トルエン、塩化メチレン
及びそれらの混合物である。
【０２１９】
　上述の物質を用いて、多孔発射薬が研磨ドラム中で処理される。そのために、鋼製又は
銅製の任意の大きさの研磨ドラムの容積（その際、最小容積は約１０リットルに制限され
ている）に、部分的に多孔発射薬が入れられる。目標とされる充填度は、その際、５～５
０％、有利には１０～４０％である。発射薬は、グラファイト化されていないか又はグラ
ファイト化されていてよい。そのために、回転させながら、まず固形物質又は固形物質混
合物が施与され、そして均一に発射薬の表面全体に分散させられる。用いられる発射薬が
すでに十分グラファイト化されている場合、場合によっては固形物質をさらに導入しなく
てもよいか、又は付加的に別の固形物質をそれに加えてもよい。次いで、低粘性液体と調
節剤若しくは調節剤混合物との溶液が加えられる。重合可能な調節剤の架橋が所望される
場合、この溶液は、付加的にさらに重合開始剤を含む。
【０２２０】
　安全技術的な配慮（発射薬の輸送に際しての静電帯電）から、粉末は常に導電性材料で
覆われていなければならないので、組合せ処理の場合、固形物質成分の少なくとも１つは
、グラファイトダスト又はアセチレンブラックのいずれかであるべきである。
【０２２１】
　本発明による処理の場合、発射薬粒体の可能な限り最適な流動下で、かつ０℃～９０℃
、有利には２０℃～７０℃の温度で一定の時間、添加した物質を発射薬表面に作用させる
ことができる。その際、作用プロセスの継続時間は、５分間～４時間、有利には１５分間
～１２０分間である。研磨ドラムは、作用時間中（使用される液体の蒸気圧に応じて）気
密封止されていなければならない。
【０２２２】
　作用時間後、気密性の処理装置の場合、通常は充填穴の蓋を取り出し、そうして低粘性
液体の大部分を揮発させることができる。この蒸発プロセスも時間的に正確に制御しなけ
ればならない。その際、時間間隔は５分間～４時間であってよく、有利には１０分間～１
２０分間蒸発させられる。蒸発は、更に別の措置によってさらに支援若しくは促進させる
こともできる。例えば空気流又は不活性ガス流を、湿った発射薬に導いてもよい。しかし
ながら、液体により洗浄を行ってはならず、それというのも、さもなければ栓状物が洗い
出されてしまうからである。
【０２２３】
　非重合性の調節剤の場合、処理された発射薬は、引き続き乾燥プロセスに掛けられる。
その際、溶媒の残る痕跡量が除去され、処理工程が安定化される。そのために、発射薬は
、典型的には６０℃で約３日間、循環空気庫内に静置させられる。それにより、例えばエ
タノールが完全に（＜０．０１質量％）除去され得る。仕上がった粉末の乾燥に掛かる時
間は、固化された栓状物を固形物質から作り出す必要のないプロセスの時より長い。
【０２２４】
　ラジカル重合可能な調節剤が用いられ、かつ重合反応が実施されることになる場合、付
加的に相応する重合開始剤が添加される。発射薬の処理は、可能な限り低い温度で実施さ
れ、かつ低粘性の液体は同じ温度で除去される。有利には、処理は室温で実施される。引
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き続き、発射薬から真空下で溶媒残分と空気中酸素が除去され、不活性ガス下に置かれる
。代替的に、空気中酸素を排出するために、発射薬を不活性ガスのみを用いてパージする
ことも可能である。不活性ガスとして、例えばアルゴン又は窒素を使用してよい。その時
になって初めて、発射薬コンパウンドは必要とされる重合温度に不活性ガス下で加熱され
、通常、この温度は処理温度を３０℃～６０℃上回る。
【０２２５】
　例えば室温で処理される場合、室温では熱的に安定であるが、５０℃～８０℃では非常
に素早く相応するラジカルに分解する重合開始剤が用いられる。
【０２２６】
　重合開始剤の分解半減期とは、開始剤の半分が特定の温度でラジカルに分解する期間で
ある。この分解半減期は、その非常に大事な意味ゆえに、全ての市販の熱開始剤において
知られている。それから重合反応が可能な限り完全に進行するように、特定の温度での重
合期間は、この温度で用いられる開始剤の分解半減期の４～６倍に設定される。次いで、
発射薬は直接空気中で又は不活性ガス下で室温に冷却される。重合可能な調節剤の施与の
ために有利には低沸点の無極性溶媒が使用されるので、発射薬は、真空引き及び重合後、
実際には溶媒不含である。
【０２２７】
　上で説明したプロセスにより、チャネル孔が入口領域で、使用される固形物質又は固形
物質混合物から主として成る緻密に圧縮された栓状物により閉じられるようになる（図６
）。
【０２２８】
　その際、低粘性の液体及び／又は発射薬に溶ける調節剤（鈍感剤）により、栓状物は付
加的に固化され、かつチャネル孔内に固定されるようになる。
【０２２９】
　高い粉末温度で燃やされた場合、栓状物はチャネル孔内で実際に安定して固定され、そ
してその場に留まることが観察された。それによって、１つ目の燃焼段階において発射薬
の着火プロセスは、形状関数の変化によって従来の挙動とは異なっており、それゆえ高い
温度での固有の迅速な粉末燃焼が強く補われる。同じ発射薬が室温で着火された場合、形
状関数は、より迅速な表面増大が生じるという意味で変化し、それによりガス形成速度は
高い使用温度での速度に合わせられることができるようになる。最後に、非常に低い発射
薬温度でも、ガス形成速度が、多孔発射薬における形状関数に関して従来の挙動を達成す
ることに基づき、未加工の粒状体のそれに順応することを観察した。
【０２３０】
　発射薬の穿孔中での燃焼は、それゆえ、粉末温度が上昇する中で形状関数に対して処理
に基づく影響を及ぼすことによって抑制される。これは、温度上昇とともにより速度が増
すことになる発射薬の燃焼速度を抑える。理想的には、双方の効果が互いに補い合うこと
で、表面処理された発射薬は温度非依存性の燃焼挙動を示すことになる。
【０２３１】
　表面処理成分が正しく選択された場合、この効果は、処理された発射薬が促進エージン
グ（例えば６３℃で４週間の貯蔵）に掛けられるか、若しくは非常に長期間室温で貯蔵さ
れる場合にも引き続き保持される。したがって、表面処理された発射薬は、良好な弾動安
定性を有し、すなわち、この発射薬が装填された弾薬は、確実にかつ性能を保ったまま発
射されることができる。
【０２３２】
　図９ａ，ｂは、熱処理前（ａ）と熱処理後（ｂ）の未加工の粒状体マトリックス中での
調節剤の分散を概略的に示す。横軸は、チャネルと垂直な未加工の粒状体の断面に相当す
る。縦軸には、調節剤の濃度をプロットしている。
【０２３３】
　表面処理の間、調節剤は未加工の粒状体１のマトリックス中にいくらか拡散する。した
がってその時、その濃度は、大部分が表面２付近とチャネル３の外側にある（図９ａ）。
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【０２３４】
　熱処理によって、調節剤の均一な分散が未加工の粒状体マトリックス１中で得られる（
図９ｂ）。それによって調節剤の勾配は存在しなくなり、これはさらに拡散し得なくなる
。そうして、時間の経過とともに発射薬の弾動変化が起こることが回避される。選択的に
、調節剤のマイグレーションは、貯蔵中に調節剤を、例えば重合によって固定することに
よって防止することもできる。
【０２３５】
　図１０ａ，ｂは、兵器中で発射した際の未加工の粒状体の処理の好ましい効果を概略的
に示す。図１０ａには、ピーク圧力が温度に従って示されている。温度値として、例えば
Ｔmin＝－４０℃、Ｔnorm＝＋２１℃及びＴmax＝＋６３℃を想定することができる。一方
で他の値も可能である。図１０ｂは、初速と温度の関係を示す。処理していない粒（未加
工の粒状体）は、線形の挙動を示し、すなわち、その圧力若しくはその初速は、温度の上
昇とともに上昇する。
【０２３６】
　それに対して、処理された発射薬は、明らかに平坦なプロファイルを示す。殊に、高温
時の圧力値、或いはまたそれと同じように初速は、通常の温度の値より低い。
【０２３７】
　弾薬は、一方ではその性能の点で最適化することができる。相応の発射薬は、処理され
ていない未加工の粒状体と比較してより平坦な温度挙動を示す。ここで、しかしながら、
下方の温度範囲Ｔ＿ｍｉｎにおける最大圧力は著しく上げられる。これは初速の上昇をも
たらし、ひいては性能の上昇につながる。
【０２３８】
　弾薬はまた、砲身腐食の抑制に関しても改善されていてよい。それは総じて、性能が最
適化された発射薬と比べてより低い圧力を有する。重要なことは、上方の温度範囲Ｔ＿ｍ
ａｘにおける最大圧力が著しく下げられていることであり、これにより砲身腐食に対する
保護が改善される。
【０２３９】
　図１１からは、異なる強さで処理された発射薬の実際の混合物を導き出すことができる
。理想的な形では処理されなかった粒体又は処理されなかった粒体（未加工の粒状体）を
、逆の温度挙動を有する（すなわち－４０℃でのガス圧が６３℃の時より高い）極端に強
く処理された粒体と混合することによって、非常に平坦な、ほぼ最適化された温度プロフ
ァイルを示す発射薬を作り出すことができる。
【０２４０】
　図１１は、使用される固形物質量に依存したＴＬＰ２の温度勾配曲線を示す。２つの点
（ａとｂ）を印付けている。ＴＬＰ２ａ（上方の点）の場合、処理の効果は非常に乏しく
、かつ６３℃における最大ガス圧は２．１％しか下がっていない。２１℃（Δａ）での最
大ガス圧に対する６３℃での最大ガス圧の比率は、なおも１０８．８％（初めは１１０．
９％）である。それに対して、ＴＬＰ２ｂ（下方の点）の処理の効果は非常に強い。２１
℃（Δｂ）での最大ガス圧に対する６３℃での最大ガス圧の比率は、僅か８９．０％にし
か過ぎない。
　量（ＴＬＰａ）／量（ＴＬＰｂ）＝Δｂ／Δａ
　双方の異なる形で処理された発射薬は、それから最適な温度勾配を有する発射薬へと混
合してよい。このケースにおいては、ＴＬＰ２ａとＴＬＰ２ｂの混合物は約５４：４６の
比において最適な挙動をもたらす。特別なケースにおいては、非線形の効果を考慮するこ
とが好ましいこともある。
【０２４１】
　選択的に、最適な温度勾配を有する発射薬を得るために、未加工の粒状体ＧＫをＴＬＰ
２ｂと混合することも可能である。
【０２４２】
　後記した例に関して、以下の内容を言及しておく：
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　・　発射薬原料は、ニトロセルロース５８％、ニトログリセリン２６％及びジエチレン
グリコールジニトレート１６％から製造した。安定剤としてアカルジットＩＩを使用した
。
　・　孔を有する未加工の粒状体は、１９個のダイ孔を備えた押出プレスにおいて製造し
た。ダイ寸法は、例でそのつど示している。
　・　実際に温度非依存性の燃焼挙動を有する表面処理された未加工の粒状体は、ＳＣＤ
Ｂ（表面被覆ダブルベース(Surface Coated Double Base)）発射薬粒体とも呼ぶ。
【０２４３】
　例１
　１２．３ｍｍの外径及び０．１８ｍｍの内径を有する１９個の連続チャネルを有する未
加工の粒状体を出発材料として用いる。回転ドラム中で、未加工の粒状体２２０ｋｇを、
グラファイト１８７ｇ（０．０８５質量％）及びタルク２２０ｇ（０．１６質量％）で１
０分間処理する。その際、固形物質は未加工の粒状体の表面上に均一に分散させる。その
後、液体としてエタノール２７８０ｇ（７５体積％、未加工の粒状体１ｋｇ当たり１５ｍ
ｌ）及びポリテトラヒドロフラン２２０ｇ（０．１６質量％）を添加し、そして気密封止
したドラムで１時間処理を行う。次の工程では、ドラムを開放し、かつドラムを３０分間
にわたり運転させて溶媒を蒸発させる。処理温度は３０℃である。その後、処理した未加
工の粒状体を５５℃にて７０時間にわたり乾燥させる。
【０２４４】
　例２
　更に別の例では、例１と同じ（外径１２．３ｍｍ、１９個の孔を持つ粉末、チャネルの
内径０．１８ｍｍ）形状の未加工の粒状体５５ｋｇを３０℃に予熱し、そしてグラファイ
ト９０．７５ｇ（０．１６５質量％）と混合する。固形物質が均一に表面上に分散された
ら即座に、エタノール２７８０ｇ（７５体積％、未加工の粒状体１ｋｇ当たり１５ｍｌ）
及びポリテトラヒドロフラン１６５ｇ（０．３質量％）を添加する。ドラムを閉じて３０
℃で６０分間にわたり撹拌し、引き続き３０分間にわたりドラムを開けて運転させながら
蒸発させる。処理した未加工の粒状体を６０℃にて１４０時間にわたり乾燥させる。
【０２４５】
　例３
　１２ｍｍの直径及び０．２０ｍｍのチャネルの内径を有する、１９個の孔を持つ未加工
の粒状体２２０ｋｇを、３０℃にてグラファイト０．４０質量％で１０分間にわたり処理
する。次いで、エタノール（７５体積％、未加工の粒状体１ｋｇ当たり１０．６ｍｌ）及
びポリテトラヒドロフラン０．０８質量％を添加する。混合物を、閉じたドラムで３０℃
にて６０分間にわたり撹拌し、引き続き溶媒を３０分間にわたりドラムを開けて運転させ
ながら蒸発させる。処理した未加工の粒状体を６０℃にて７２時間にわたり乾燥させる。
【０２４６】
　まとめると、本発明は、固形物質量を適切に変化させることに基づき温度依存性を調整
するための方法を提供するものであると言うことができる。この方法は、固化された不活
性材料から成る栓状物が発射薬のチャネル内で形成され、これが固形物質量によって制御
される温度依存性の移動度を有するという点で、燃焼挙動の形状関数に影響を及ぼす。
【符号の説明】
【０２４７】
　１　ボディー、　２　表面、　３　チャネル、　４　カバー、　５　栓状物、　１０　
粉末ペースト、　１１　押出、　１２　未加工の粒状体、　１２．１　３つに等分した部
分量、　１３．１～１３．３　調節剤の試験量、　１４．１　固形物質の試験量、　１５
　混合装置、　１６．１～１６．３　試験処理、　１７．１　温度依存性の最小範囲を調
べる試験、　１２．２　３つに等分した部分量、　１４．２～１４．３　固形物質の試験
量、　１３．４　調節剤の試験量、　１６．４～１６．６　試験処理、　１７．２　温度
依存性の交差範囲を調べる試験、　１８　製造
【誤訳訂正２】
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【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発射薬を製造するための固形物質の使用であって、混合法及び乾燥法において該固形物
質を液体と一緒に未加工の粒状体のチャネル内に組み込んで、該チャネル内で固化して栓
状物を形成する方法において使用し、その際、該固形物質は、融点が該発射薬の最大使用
温度を少なくとも１０℃上回り、かつ該未加工の粒状体に対して不活性な物質である、該
固形物質の使用において、該固形物質を、その他の点では前記方法の同じ条件下で、該未
加工の粒状体の質量を基準として＞０～０．５質量％の調整範囲内で調整するにあたって
、適用温度範囲の上方の温度範囲においては最大圧力をより強く下げるために、かつ適用
温度範囲の下方の温度範囲においては最大圧力をより強く上げるために、より多量の固形
物質量を用いることを特徴とする、該固形物質の使用。
【請求項２】
　グラファイト化と栓状物形成の双方を実施する組合せ法において、前記固形物質を、該
グラファイト化のために必要な前記発射薬の量値と前記調整範囲内にある量値との合計に
相当する量で使用することを特徴とする、請求項１記載の使用。
【請求項３】
　前記固形物質を、以下の式：
　Ｍ（固形物質）＝Ｋ＿ｍｉｎ×Ｆ（比表面積）＋オフセット
　Ｍ（固形物質）＝Ｋ＿ｍａｘ×Ｆ（比表面積）＋オフセット
に従った、Ｋ＿ｍｉｎとＫ＿ｍａｘによって定義される範囲内の量で選択し、ここで、
　Ｍ（固形物質）は、前記未加工の粒状体の質量を基準として質量％で表される固形物質
の量であり、
　Ｆ（比表面積）は、ｍｍ2／ｇで表される前記未加工の粒状体の比表面積であり、かつ
　Ｋ＿ｍｉｎ＝０．０００９［ｇ／ｍｍ2］
　Ｋ＿ｍａｘ＝０．００１４［ｇ／ｍｍ2］
　オフセット＝－０．１４
であることを特徴とする、請求項２記載の使用。
【請求項４】
　所定の適用温度範囲内での温度依存性が減少した発射薬の製造法であって、以下の工程
：
　ａ）最大０．３ｍｍの特徴的な横断寸法を有し、かつ該未加工の粒状体の外面に通じる
少なくとも１つの連続チャネルを備えた所定の幾何学的構造を有する膨張可能な未加工の
粒状体を準備する工程；
　ｂ）適用温度範囲において安定しており、かつ該未加工の粒状体に対して不活性であり
、該連続チャネル内に挿入可能な粒径を有し、そして混合法及び乾燥法の範囲内で圧縮さ
れ得る固形物質を準備する工程；
　ｃ）該未加工の粒状体を膨張させることができ、そして該発射薬の製造の最後に完全に
除去することができるか又は該発射薬に均一に分布して含まれる液体を準備する工程；
　ｄ）ここで、該液体は、調節剤として機能するオリゴマー若しくはポリマーの物質を－
該未加工の粒状体の質量を基準として－０．５質量％より多くは含有せず、かつ該液体の
その他の部分は低粘性溶媒であり；
　ｅ）該未加工の粒状体を、該液体及び該固形物質と混合装置中で所定の時間にわたって
処理する工程；
　ｆ）該処理された未加工の粒状体を、所定の時間にわたって乾燥する工程
を有する製造法において、
　ｇ）該発射薬の温度依存性を調整するために、固形物質の量を、栓状物を形成するため
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に＞０～０．５質量％の調整範囲内で調整するにあたって、その他の点では前記方法の同
じ条件下で、適用温度範囲の上方の温度範囲においては最大圧力をより強く下げるために
、かつ適用温度範囲の下方の温度範囲においては最大圧力をより強く上げるために、より
多量の固形物質量を用いることを特徴とする方法。
【請求項５】
　前記未加工の粒状体を、導電性の増大及び前記未加工の粒状体の癒着の回避のために用
いられるグラファイト化の範囲内で、混合装置中でのその処理に先行して、前記未加工の
粒状体の比表面積に合わせられたＭ量（固形物質）のグラファイトでコーティングするこ
と、並びに前記栓状物を形成するための前記固形物質量を、
　０＜Ｍ（固形物質）≦Ｍ＿ｍａｘ
の範囲内で選択し、その際、
　Ｍ（固形物質）は、前記未加工の粒状体の質量を基準として質量％で表される固形物質
の量であり、
　Ｍ＿ｍａｘ＝０．１４質量％
であることを特徴とする、請求項４記載の方法。
【請求項６】
　前記固形物質がグラファイトを包含すること、並びに前記固形物質の量が、導電性の増
大及び前記未加工の粒状体の癒着の回避のために用いられるグラファイト化の範囲内で必
要なグラファイト量と、前記調整範囲内で選択される固形物質量との合計であることを特
徴とし、そのため前記固形物質量を、
　Ｋ＿ｍｉｎ×Ｆ（比表面積）＋オフセット≦Ｍ（固形物質）≦Ｋ＿ｍａｘ×Ｆ（比表面
積）＋オフセット
の範囲内で選択し、ここで、
　Ｋ＿ｍｉｎ＝０．０００９［ｇ／ｍｍ2］
　Ｋ＿ｍａｘ＝０．００１４［ｇ／ｍｍ2］
　オフセット＝－０．１４
であることを特徴とする、請求項４記載の方法。
【請求項７】
　前記固形物質量は、
　Ｍ（固形物質）＝Ｋ＿ｏｐｔ×Ｆ（比表面積）＋オフセット
　Ｋ＿ｏｐｔ＝０．００１２［ｇ／ｍｍ2］
　オフセット＝－０．１４
によって示されることを特徴とする、請求項６記載の方法。
【請求項８】
　前記膨張可能な未加工の粒状体が、６００ｍｍ2／ｇを上回らない比表面積を有するこ
とを特徴とする、請求項４から７までのいずれか１項記載の方法。
【請求項９】
　前記膨張可能な未加工の粒状体が、少なくとも１：１の長さ対直径の比を有することを
特徴とする、請求項４から８までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１０】
　前記固形物質量を、下方と上方の温度係数を規定する温度勾配曲線の交差範囲において
選択することを特徴とする、請求項４から９までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１１】
　前記調節剤量を、上方の温度係数を規定する温度勾配曲線が最小値を示す範囲において
選択することを特徴とする、請求項４から１０までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１２】
　前記溶媒を、前記未加工の粒状体と前記液体及び前記固形物質との混合装置中での前記
処理の所定の時間内で完全に吸収され得る量で準備することを特徴とする、請求項４から
１１までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１３】
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　前記固形物質量を調べるために、異なる固形物質量を有する少なくとも３つのバッチを
処理し、その際、前記固形物質量は、前記未加工の粒状体を基準として最大０．２質量％
異なることを特徴とする、請求項４から１２までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１４】
　前記バッチの前記固形物質量が約０．１質量％異なることを特徴とする、請求項１３記
載の方法。
【請求項１５】
　前記固形物質量を、下方と上方の温度範囲における前記温度係数が９５％から１０５％
の間にあるように前記調整範囲において選択することを特徴とする、請求項４から１４ま
でのいずれか１項記載の方法。
【請求項１６】
　相対最大圧力を、ほぼ比例して上方の温度範囲において１０５％から９５％に下げるた
めに、前記固形物質量を、ほぼ比例して＞０からＭ（固形物質）に高めるか；ここで、
　Ｍ（固形物質）＝Ｋ＿ｍａｘ×Ｆ（比表面積）＋オフセット、
　ここで、
　Ｍ（固形物質）は、前記未加工の粒状体の質量を基準として質量％で表される固形物質
の量であり、
　Ｆ（比表面積）は、ｍｍ2／ｇで表される前記未加工の粒状体の比表面積であり、かつ
　Ｋ＿ｍａｘ＝０．００１４［ｇ／ｍｍ2］
　オフセット＝－０．１４である、
又は相対最大圧力を、ほぼ比例して下方の温度範囲において８７％から１０５％に高める
ために、前記固形物質量を、ほぼ比例して＞０からＭ（固形物質）＝Ｋ＿ｍａｘ×Ｆ（比
表面積）＋オフセットに高めることを特徴とする、請求項４から１５までのいずれか１項
記載の方法。
【請求項１７】
　前記チャネルが、０．１～０．２ｍｍの特徴的な横断寸法を有することを特徴とする、
請求項４から１６までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１８】
　前記下方の温度範囲において前記相対最大圧力を９７％から８８％に下げるために、前
記調節剤の量を０％質量から０．４％質量の範囲において高めるか、又は前記上方の温度
範囲において前記相対最大圧力を１０５％から１００％に下げるために、前記調節剤量を
０質量％から０．１５質量％に高めることを特徴とする、請求項４から１７までのいずれ
か１項記載の方法。
【請求項１９】
　前記調節剤を、０．０５％質量～０．２質量％の量で用いることを特徴とする、請求項
４から１８までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２０】
　ａ）押出された前記未加工の粒状体のバッチから、少なくとも１つの第一の部分量及び
少なくとも１つの第二の部分量を、特定の混合法及び乾燥法において、特定の固形物質試
験量及び少なくとも２つの異なる調節剤試験量で加工し、それにより上方の温度範囲にお
ける温度勾配の最小範囲を調べ、かつ該最小範囲にある調節剤量を選択し、
　ｂ）前記未加工の粒状体のバッチから、少なくとも２つの更なる部分量を、前記特定の
混合法及び乾燥法において、選択した調節剤量及び少なくとも２つの異なる固形物質試験
量で加工し、それにより上方と下方の温度勾配の交差範囲を調べ、かつ該固形物質量を選
択すること、並びに
　ｃ）前記バッチの製造量を、前記特定の混合法及び乾燥法において、選択した調節剤量
及び選択した固形物質量で加工すること
を特徴とする、請求項４から１９までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２１】
　前記混合法及び乾燥法が、以下の工程：
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　ａ）未加工の粒状体、固形物質及び低粘性液体を混合装置に加える工程、
　ｂ）その際、該固形物質は、融点が発射薬の最大使用温度を少なくとも１０℃上回り、
かつ該未加工の粒状体に対して不活性な物質であり、
　ｃ）前記調節剤は、該未加工の粒状体のベース配合物と良好な化学的相容性及び僅かな
揮発性、すなわち２１℃で＜１０-2ｂａｒの蒸気圧を有する物質であり、
　ｄ）該低粘性液体は溶媒又は溶媒混合物であり、これは、栓状物を安定させる固体若し
くは液体の調節剤を非常に良好に溶解するか又は微細に乳化することができるが、しかし
ながら、該未加工の粒状体を膨張させることができないか又は非常に僅かしか膨張させる
ことができず、かつ該未加工の粒状体の質量を基準として０．１質量％～５質量％の量で
用いられ、
　ｅ）その際、該混合装置中で回転させながら、該固形物質を、混合物により及ぼされる
粉末材料圧力の作用下で漸次的に該未加工の粒状体のチャネル内に組み込む工程、
　ｆ）並びに、その後に該液体を、該混合装置によって続けて加工しながら、該未加工の
粒状体から蒸発させることによって除去する工程、
　ｇ）並びに、このようにして処理された該未加工の粒状体を、高められた温度で乾燥す
る工程であって、
　ｈ）該乾燥を、チャネル内で不揮発性固形物質の圧縮及び固定された部分が作り出され
るように行い、これにより、使用した固形物質と任意の調節剤から主として成る温度依存
性の移動度を有する栓状物が形成され、同時に該栓状物は、制御された形で着火圧力波に
対する耐性を持ち得、その際、該栓状物の強度は、該混合装置中での処理時間によって、
より長い処理時間が、より強度のある栓状物をもたらすという意味に従って調整する、
　ｉ）より低い適用温度の場合に、より高い適用温度の場合より高い移動度が付与され、
そうして該栓状物は、発射薬燃焼の温度依存性が低下するように、より低い適用温度の場
合、より高い適用温度の場合より強い孔燃焼を可能にする、
を包含することを特徴とする、請求項２０記載の方法。
【請求項２２】
　前記固形物質が、以下の物質：グラファイト、タルク、酸化チタン、カーボンブラック
、硫酸カリウム、カリウム氷晶石、ナトリウム氷晶石、炭酸カルシウム、三酸化タングス
テン、三酸化モリブデン、酸化マグネシウム、窒化ホウ素、アカルジット、セントラリッ
ト、炭酸カルシウム、オキサルアミド、カルバミン酸アンモニウム、蓚酸アンモニウム、
セルロースアセテートブチレート、過塩素酸カリウム、硝酸カリウム、硝酸バリウム、蓚
酸ナトリウム、フラーレン、又は官能基を有するか若しくは有さない、線状、分岐状若し
くは架橋したポリマー及びコポリマーの１種以上を包含することを特徴とする、請求項４
から２１までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２３】
　前記発射薬の乾燥を、少なくとも６０時間のあいだ、かつ６０℃で行うことを特徴とす
る、請求項４から２２までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２４】
　調節剤として、５００～３０００ダルトンの分子量を有するポリエーテルを使用するこ
とを特徴とする、請求項４から２３までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２５】
　前記混合装置を、作用時間中、気密封止され続けたままであること、及び前記装置が続
けて、前記液体の蒸発のために、５分間～４時間の範囲における一定の間隔にわたって開
放されていることを特徴とする、請求項４から２４までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２６】
　前記比表面積が４２０ｍｍ2／ｇより大きく、かつ前記固形物質量が０．２質量％より
大きいこと、及び前記固形物質を、達成されるべき温度依存性に応じて、＞０質量％～０
．５質量％までの調整範囲において選択し、そうしてチャネル内で不揮発性固形物質の圧
縮及び固定された部分を作り出し、これが、使用した固形物質と任意に調節剤から主とし
て成る温度依存性の移動度を有する栓状物を形成し、同時に該栓状物が、制御された形で
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着火圧力波に対する耐性を持ち得ることを特徴とする、請求項４記載の方法によって得ら
れる発射薬。
【請求項２７】
　前記比表面積が３１０ｍｍ2／ｇより小さく、かつ前記固形物質量が０．２質量％より
小さいこと、及び前記固形物質を、達成されるべき温度依存性に応じて、＞０質量％～０
．５質量％までの調整範囲において選択し、そうしてチャネル内で不揮発性固形物質の圧
縮及び固定された部分を作り出し、これが、使用した固形物質と任意に調節剤から主とし
て成る温度依存性の移動度を有する栓状物を形成し、同時に該栓状物が、制御された形で
着火圧力波に対する耐性を持ち得ることを特徴とする、請求項４記載の方法によって得ら
れる発射薬。
【請求項２８】
　前記固形物質量が、前記発射薬の比表面積に依存して、前記チャネル内で圧縮及び固定
された固体様の栓状物の少なくとも９０％が温度依存性の移動度を有する固形物質から形
成されるように選択されていること、並びに前記温度勾配が下方と上方の温度勾配曲線の
交差範囲にあることを特徴とする、請求項４記載の方法によって得られる発射薬。
【請求項２９】
　前記栓状物を形成するための前記固形物質が前記調整範囲にあり、その際、この調整範
囲は、比表面積がより大きくなるにつれて拡大し、より多量の固形物質へと変わり、かつ
特定の比表面積を有する発射薬固有のものであることを特徴とする、請求項２８記載の発
射薬。
【請求項３０】
　ａ）最大０．３ｍｍの特徴的な横断寸法を有し、かつ未加工の粒状体の外面に通じる少
なくとも１つの連続チャネルを備えた所定の幾何学的構造を有する膨張可能な未加工の粒
状体、
　ｂ）４２０ｍｍ2／ｇより大きいか又は３１０ｍｍ2／ｇより小さい比表面積、
　ｃ）適用温度範囲において安定しており、かつ該未加工の粒状体に対して不活性であり
、該連続チャネル内に挿入可能な粒径を有し、そして混合法及び乾燥法の範囲内で圧縮さ
れ得る固形物質、
　ｄ）その際、該固形物質量が０．０５質量％を上回り、かつ該固形物質を、達成される
べき温度依存性に応じて、＞０質量％～０．５質量％までの調整範囲において選択し、
　ｅ）その際、該チャネル内で不揮発性固形物質の圧縮及び固定された部分を作り出し、
これが、使用した固形物質と任意に調節剤から主として成る温度依存性の移動度を有する
栓状物を形成し、同時に該栓状物は、制御された形で着火圧力波に対する耐性を持ち得、
　ｆ）任意に、該未加工の粒状体を膨張させることができ、そして該発射薬の製造の最後
に均一に分布して発射薬に含まれる液体、その際、該液体は、調節剤として機能する低分
子量若しくは高分子量の物質を（該未加工の粒状体の質量を基準として）０．５質量％よ
り多くは含有せず、かつ該液体のその他の部分は低粘性溶媒であり、
　ｇ）該発射薬の温度依存性を調整するための＞０～０．５質量％の固形物質の調整範囲
、その際、該固形物質量は、栓状物を形成するための調整範囲内で調整されており、ここ
で、該調整範囲は、その他の点では同じ条件下で、適用温度範囲の上方の温度範囲におい
ては最大圧力をより強く下げるために、かつ適用温度範囲の下方の温度範囲においては最
大圧力をより強く上げるために、より多量の固形物質量を用いる、
ことを特徴とする、発射薬。
【請求項３１】
　前記固形物質が、以下の物質：グラファイト、タルク、酸化チタン、カーボンブラック
、硫酸カリウム、カリウム氷晶石、ナトリウム氷晶石、炭酸カルシウム、三酸化タングス
テン、三酸化モリブデン、酸化マグネシウム、窒化ホウ素、アカルジット、セントラリッ
ト、炭酸カルシウム、オキサルアミド、カルバミン酸アンモニウム、蓚酸アンモニウム、
セルロースアセテートブチレート、過塩素酸カリウム、硝酸カリウム、硝酸バリウム、蓚
酸ナトリウム、フラーレン、又は官能基を有するか若しくは有さない、線状、分岐状若し
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くは架橋したポリマー及びコポリマーの少なくとも１種を包含することを特徴とする、請
求項３０記載の発射薬。
【請求項３２】
　前記調整範囲が、（前記未加工の粒状体を基準として）Ｍ＿ｍａｘ＝０．１４質量％を
上回らず、かつ前記栓状物を形成するための前記量Ｍ（固形物質）が前記調整範囲：
　０＜Ｍ（固形物質）≦Ｍ＿ｍａｘにあり、
　Ｍ（固形物質）は、前記未加工の粒状体の質量を基準として質量％で表される前記固形
物質量である、
ことを特徴とする、請求項３０記載の発射薬。
【請求項３３】
　前記固形物質がグラファイトを包含すること、並びに前記固形物質量が、導電性の増大
及び前記未加工の粒状体の癒着の回避のために用いられるグラファイト化の範囲内で必要
なグラファイト量と、前記調整範囲内で選択される固形物質量との合計であり、そうして
前記固形物質量は、
　Ｋ＿ｍｉｎ×Ｆ（比表面積）＋オフセット≦Ｍ（固形物質）≦Ｋ＿ｍａｘ×Ｆ（比表面
積）＋オフセット
の範囲内で選択されており、ここで、
　Ｋ＿ｍｉｎ＝０．０００９［ｇ／ｍｍ2］
　Ｋ＿ｍａｘ＝０．００１４［ｇ／ｍｍ2］
　オフセット＝－０．１４
であることを特徴とする、請求項３１記載の発射薬。
【請求項３４】
　前記固形物質量が、
　Ｍ（固形物質）＝Ｋ＿ｏｐｔ×Ｆ（比表面積）＋オフセット
　Ｋ＿ｏｐｔ＝０．００１２［ｇ／ｍｍ2］
　オフセット＝－０．１４
によって示されていることを特徴とする、請求項３３記載の発射薬。
【請求項３５】
　前記膨張可能な未加工の粒状体が、６００ｍｍ2／ｇを上回らない比表面積を有するこ
とを特徴とする、請求項３０記載の発射薬。
【請求項３６】
　前記膨張可能な未加工の粒状体が、少なくとも１：１の長さ対直径の比を有することを
特徴とする、請求項３０記載の発射薬。
【請求項３７】
　前記固形物質量が、下方と上方の温度係数を規定する温度勾配曲線の交差範囲にあるこ
とを特徴とする、請求項３０記載の発射薬。
【請求項３８】
　前記チャネル内の前記栓状物が、上方の温度係数を規定する温度勾配曲線が最小値を示
す範囲にある量の調節剤を含有することを特徴とする、請求項３０記載の発射薬。
【請求項３９】
　前記固形物質量が、下方と上方の温度範囲における前記温度係数が９５％から１０５％
の間にあるように前記調整範囲内で選択されていることを特徴とする、請求項３０記載の
発射薬。
【請求項４０】
　前記固形物質量が－平均という形で－以下の通りである：
　Ｍ（固形物質）＝Ｋ＿ｍａｘ×Ｆ（比表面積）＋オフセット、
　ここで、
　Ｍ（固形物質）は、前記未加工の粒状体の質量を基準として質量％で表される固形物質
の量であり、
　Ｆ（比表面積）は、ｍｍ2／ｇで表される前記未加工の粒状体の比表面積であり、かつ
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　Ｋ＿ｍａｘ＝０．００１４［ｇ／ｍｍ2］
　オフセット＝－０．１４であり、
そうして相対最大圧力が－平均という形で－比例して上方の温度範囲において１０５％か
ら９５％に下げられているか、又は前記固形物質量が－平均という形で－比例して＞０か
らＭ（固形物質）＝Ｋ＿ｍａｘ×Ｆ（比表面積）＋オフセットに選択されており、そうし
て下方の温度範囲における相対最大圧力が－平均という形で－比例して８７％から１０５
％に高められていることを特徴とする、請求項３３又は３４記載の発射薬。
【請求項４１】
　前記チャネルが０．１～０．２ｍｍの特徴的な横断寸法を有することを特徴とする、請
求項３０記載の発射薬。
【請求項４２】
　前記調節剤の量が０％質量から０．４％質量の範囲にあり、そうして下方の温度範囲に
おいて前記相対最大圧力が９７％から８８％の範囲において相応して下げられているか、
又は前記調節剤量が０質量％から０．１５質量％の範囲にあり、そうして上方の温度範囲
において前記相対最大圧力が１０５％から１００％に相応して下げられていることを特徴
とする、請求項３０記載の発射薬。
【請求項４３】
　それぞれ請求項４記載の方法によって得られる少なくとも２つの処理の異なる発射薬（
ＴＬＰａ、ＴＬＰｂ）の混合物としての発射薬において、該少なくとも２つの処理の異な
る発射薬を、その混合物が上方と下方の温度勾配曲線の交差範囲で固形物質割合を有する
最適な発射薬と同じように挙動するような比で混合することを特徴とする発射薬。
【請求項４４】
　処理されていない未加工の粒状体（ＧＫ）と、請求項４記載の方法によって得られる少
なくとも１つの強く処理された発射薬（ＴＬＰｂ）の混合物としての発射薬において、双
方の該発射薬を、その混合物が上方と下方の温度勾配曲線の交差範囲で固形物質割合を有
する最適な発射薬と同じように挙動するような比で混合することを特徴とする発射薬。
【請求項４５】
　前記少なくとも２つの発射薬の各々が共通の温度勾配に及ぼす影響が線形であり、かつ
式ＴＬＰａ／ＴＬＰｂ＝Δｂ／Δａに相当することを特徴とする、請求項４３又は４４記
載の発射薬。
【請求項４６】
　前記少なくとも２つの発射薬を、その混合物が上方と下方の温度勾配曲線の交差範囲で
固形物質割合を有する最適な発射薬と同じように挙動するような比で互いに混合すること
を特徴とする、請求項４３から４５までのいずれか１項記載の発射薬の製造。
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